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大刀洗町告示第４号 

 平成25年第11回大刀洗町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成25年２月27日 

                               大刀洗町長 安丸 国勝 

１ 期 日  平成25年３月７日 

２ 場 所  大刀洗町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

平田 信將            黒木 德勝 

後藤 晴一            平山 賢治 

山田 英敏            林  威範 

安丸眞一郎            花等 順子 

平田 一成            森田 勝典 

山内  剛            長野 正明 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

   平成25年 第11回 大 刀 洗 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             平成25年３月７日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成25年３月７日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①配布のみの陳情 

         ②検査結果の報告 

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第５ 議案第１号 大刀洗町災害対策基金条例の制定について 

 日程第６ 議案第２号 大刀洗町行政財産使用料条例の制定について 

 日程第７ 議案第３号 大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制定について 

 日程第８ 議案第31号 大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定について 

 日程第９ 議案第32号 大刀洗町道路標識の寸法に関する条例の制定について 

 日程第10 議案第４号 下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第５号 大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第12 議案第６号 大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 議案第７号 大刀洗町財政事情の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第14 議案第８号 大刀洗町財政調整積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第９号 大刀洗町教育施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第10号 大刀洗町農業振興積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第11号 大刀洗町消防施設等整備基金条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第18 議案第12号 大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第13号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
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の制定について 

 日程第20 議案第14号 大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第21 議案第15号 大刀洗町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第16号 大刀洗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第23 議案第17号 久留米広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第24 議案第18号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第25 議案第19号 筑前町との下水道の排水協定の更新について 

日程第26 議案第20号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第27 議案第21号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第28 議案第22号 平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第29 議案第23号 平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第30 議案第24号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第５号）につい

て 

日程第31 議案第25号 平成２５年度大刀洗町一般会計予算について 

日程第32 議案第26号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

日程第33 議案第27号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

日程第34 議案第28号 平成２５年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

日程第35 議案第29号 平成２５年度大刀洗町土地取得特別会計予算について 

日程第36 議案第30号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①配布のみの陳情 

         ②検査結果の報告 

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第５ 議案第１号 大刀洗町災害対策基金条例の制定について 

 日程第６ 議案第２号 大刀洗町行政財産使用料条例の制定について 

 日程第７ 議案第３号 大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制定について 

 日程第８ 議案第31号 大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定について 

 日程第９ 議案第32号 大刀洗町道路標識の寸法に関する条例の制定について 

 日程第10 議案第４号 下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第５号 大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第12 議案第６号 大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第13 議案第７号 大刀洗町財政事情の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第14 議案第８号 大刀洗町財政調整積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第９号 大刀洗町教育施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第10号 大刀洗町農業振興積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第11号 大刀洗町消防施設等整備基金条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第18 議案第12号 大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第13号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第20 議案第14号 大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第21 議案第15号 大刀洗町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第16号 大刀洗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
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 日程第23 議案第17号 久留米広域市町村圏事務組合規約の変更について 

 日程第24 議案第18号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第25 議案第19号 筑前町との下水道の排水協定の更新について 

日程第26 議案第20号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 

日程第27 議案第21号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第28 議案第22号 平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第29 議案第23号 平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第30 議案第24号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第５号）につい

て 

日程第31 議案第25号 平成２５年度大刀洗町一般会計予算について 

日程第32 議案第26号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

日程第33 議案第27号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

日程第34 議案第28号 平成２５年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

日程第35 議案第29号 平成２５年度大刀洗町土地取得特別会計予算について 

日程第36 議案第30号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

────────────────────────────── 
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出席議員（12名） 

１番 平田 信將        ２番 黒木 德勝 

３番 後藤 晴一        ４番 平山 賢治 

５番 山田 英敏        ６番 林  威範 

７番 安丸眞一郎        ８番 花等 順子 

９番 平田 一成        10番 森田 勝典 

11番 山内  剛        12番 長野 正明 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

        議会事務局長 今村 敏則 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 安丸 国勝    副町長 ………………… 佐藤 嘉洋 

教育長 ………………… 倉鍵 君明    総務課長 ……………… 棚町 守俊 

税務課長 ……………… 東  義一    健康福祉課長 ………… 大浦 克司 

企画財政課長 ………… 川原 久明    産業課長 ……………… 矢野 孝一 

建設課長 ……………… 野瀬  勉    学校教育課長 ………… 矢野 壽夫 

会計課長 ……………… 原野 重喜    生涯学習課長 ………… 福永 康雄 

住民課長 ……………… 山本  浩    総務秘書係長 ………… 高良 朝子 

人事法制係長 ………… 田中 豊和    財政係長 ……………… 平田 栄一 

────────────────────────────── 
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開会 開議午前９時00分 

○議長（長野 正明）  皆さん、おはようございます。ただいまから平成２５年第１１回大刀洗町

議会定例会を開会します。 

 なお、本日、大刀洗町だよりの担当者より、議場内の写真撮影の申し出があっておりますので、

これを許可いたします。 

 それでは、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進めますので、御協力

のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（長野 正明）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、２番、黒木德勝議員、

３番、後藤晴一議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（長野 正明）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し、協議をいたしております。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。平田委員長、登壇して報告をお願いします。 

○議会運営委員長（平田 一成）  皆さん、おはようございます。ちょっと一言だけ申し述べさせ

ていただきたいと思います。１週間ほど前に北海道において、豪雪、猛吹雪の中で尊い９人の犠

牲者が出ております。その中で、新聞紙上あるいはテレビで皆さんも見ておられるかと思います

が、父親が９歳の小学３年生の娘を、自分のジャンバーを脱いでかけながら覆いかぶさって娘だ

けが助かりましたが、父親は亡くなられましたが、これは日本だけじゃなくして、父親の子ども

を思いやる気持ち、これを今の若い人たちが少しでも見ていただいて、ぜひともいじめや虐待を

しないようにしていただければ幸いと存じます。申しわけございませんが。それでは、３月定例

会の議会運営について、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。委員会は、平成２５年

３月１日午後３時から協議会室において開催し、出席委員は５名でした。長野議長及び執行者側

からは安丸町長、佐藤副町長、棚町総務課長の出席を得て協議いたしました。 

 会期及び会期日程表をごらんいただきたいと思います。 

 議会運営委員会で協議の結果、本定例会の会期は、３月７日から２１日までの１５日間と決定

をいたしました。 

 会期１５日間の内容ですが、まず、本日は議事日程に従って順次議案を上程して、議案審議を
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進めたいとしていただきます。 

 そのうち各会計の新年度予算については、全議員で構成する予算特別委員会を設置し、委員会

に付託していただき、１１日月曜、１２日火曜、１３日水曜、１４日木曜、１５日金曜に審査を

していただきます。 

 ８日金曜、９日土曜、１０日日曜は休会といたします。 

 １１日月曜は、本会議を再開し、補正予算案５件を審議し、議決をお願いしたいと思います。 

 １６日土曜日は、一般質問とさせていただきます。 

 １７日日曜、１８日月曜、１９日火曜、２０日水曜は休会といたします。 

 ２１日木曜は、本会議を再開し、議案審議とさせていただきます。 

 以上が、今回の定例会の会期及び会期日程ですが、当町議会の円滑な議会運営ができますよう

ここにお願いをいたしまして、報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告どおり、本

日から３月２１日までの１５日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。本定例会の会期は、本日から３月２１日までの

１５日間に決定しました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付しました会期日程表のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（長野 正明）  日程第３、諸報告を行います。 

 陳情の提出が１件ありましたが、配付のみの取り扱いとすることにいたしました。御了承くだ

さい。 

 次に、監査委員より、平成２５年１月分、２月分の例月出納検査結果報告書の提出がありまし

た。お手元に写しを配付いたしております。 

 これで議長報告を終わります。 

 次に、町長より挨拶をしていただきます。安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  皆様、おはようございます。議会定例会の開会に当たりまして御挨拶を申

し上げます。 

 本日、ここに平成２５年第１１回大刀洗町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には、

公私ともに御多用中にもかかわらず御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、東日本大震災から間もなく丸２年を迎えようとしております。この大震災については、

なかなか進展しない被災地の復興事業はもちろんのこと、全国の防災・減災事業や原子力発電所
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の事故に伴う諸問題が日本の政治、経済、行政などに大きな影響を及ぼしております。 

 国においては、東日本大震災からの復興のため、これまでの体制や取り組みを強化するとして

おり、早急な復興を願うものでございます。 

 また、老朽化した社会インフラ対策を重点的に実施することにより、産業、生活基盤の強化な

ど、国土強靭化を推進し、国民生活の安心、成長基盤の強化を図るものとされているところでご

ざいます。 

 我が国の経済は、円高、デフレ不況が長引き、名目ＧＤＰは、３年前とほぼ同程度にとどまっ

ております。 

 景気の状況を見ますと、昨年後半では、それまでの円高の進行や、世界景気の原則などを背景

に、生産や輸出が落ち込み、景気は弱い動きとなっております。 

 また、欧州の債務危機による海外経済の減速懸念、為替の動向、原子力発電事故の影響による

電力供給の制約など、さまざまなリスク要因も存在していると言われております。 

 その一方で、昨年１２月の政権交代で発足した第２次安倍内閣は、日本経済再生に向けた緊急

経済対策において示した大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の、

いわゆる３本の矢について、適宜、適切かつ果断の実行により、長引く円高、デフレ不況からの

脱却、雇用や所得の拡大といった景気回復が図られるのではないかという期待を先取りする形で、

円高修正が進み、株価も回復し始めているところであり、こうした改善の兆しを実際の暮らしで

実感できるよう適切な政策実行により、実体経済の回復につなげてもらうことを切に願うところ

でございます。 

 国においては、総額１３兆１,０００億円余りの大型補正予算が本年２月２６日の参議院本会

議で可決成立しており、日本経済再生に向けた緊急経済対策により、震災復興、景気雇用対策、

デフレからの脱却、外交防衛の再構築、社会保障制度の確立などの重要課題に取り組むこととさ

れているところでございます。 

 また、エネルギー政策や環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加の是非など、国民生活に密接に

かかわる喫緊の課題などが山積しており、いずれにいたしましても、住民が安心して暮らせる社

会の実現のため、実効ある対策を進めてほしいと願っているところであります。 

 現在、日本は、少子高齢社会、人口減少社会に突入しており、国、地方合わせた財政赤字は増

大の一途をたどっております。地方財政の借入金残高は、平成２３年度末で約２００兆円と極め

て高い水準にあり、その償還費の負担が今後も高水準で続いていくため、将来の財政への圧迫が

強く懸念されているところでございます。 

 当町においては、歳入の多くを地方交付税や国、県の補助金に依存しており、将来、国からの

交付税などが減少することがあっても、持続可能な行財政運営ができるよう、自主財源の比率を
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高めるなど、さらに財政健全化の取り組みを進めていくことにより、自立のまちづくりを推進し

てまいりたいと考えております。 

 このため、行政の担うべき領域を明確にし、事務事業の整理合理化を図り、効果的・効率的な

行財政運営を推進するとともに、働く世代や子どもの数の減少を少しでも緩和する政策を実施す

る必要があると考えておりまして、これまでも各種の施策を推進してきたところでございます。 

 今後も、次代を担う子どもたちを安心して生み育てることのできる環境を整備し、地域から元

気な子どもの声が聞こえ、大刀洗町で子育てできてよかった、大刀洗で子育てしたいと思ってい

ただけるよう子育て支援と教育の環境の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 

 女性が元気な町は町も元気であり、女性がその経験と能力をあらゆる場面で十分に発揮できる

ようにするため、町は何ができるか皆さんと一緒に考え、応援してまいりたいと考えております。 

 本町は、総面積の約６割を農地が占める農業の町であり、収益の高い農業にするためには何が

必要か皆さんと一緒に考え応援してまいりたいと考えております。 

 また、農業や商工業の振興のため、地産地消の推進など、地域内再投資力を高め、町内で経済

が循環する仕組みを考えていくとともに、住民の皆様の働く場所や町の税収確保のため、引き続

き、企業誘致に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、町民の皆様の健康増進については、積極的に各種検診の受診勧奨を行い、生活習慣病の

早期発見、早期治療に努めていただくとともに、スロージョギングやウォーキングなど、住民の

皆様の健康づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 地域コミュニティの活性化については、全ての人が居場所と出番を見出せるよう、住民の皆様

一人一人が、まちづくり、地域づくりの当事者となり、地域のつながりを深めていくことが大変

重要であると考えております。 

 このため、今後は住民の皆様とともに、地域コミュニティの活性化に取り組むとともに、高齢

者の皆様が住みなれた地域で、いつまでも生きがいをもって生活ができるよう、高齢者の皆様の

生きがいづくりを応援してまいりたいと考えております。 

 平成２４年度も残すところわずかとなりましたが、本郷小学校大規模改修工事の完成を始め、

本年度予定しておりました諸事業、諸施策も計画どおり順調に進捗しているところでございます。 

 なお、本議会定例会においては、先ほど触れました日本経済再生に向けた緊急経済対策を活用

した道路事業など補正予算に計上しているところでございまして、国の補正予算において創設さ

れました地域の元気臨時交付金については、今後交付対象となる事業などを十分精査した上で、

６月の補正予算に追加計上することを予定しているところでございます。 

 平成２５年度大刀洗町一般会計予算については、総額５５億１,８３９万円で、前年度予算に

対し２億７,０２８万円、５.２％の増となっております。 
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 歳入では、町税は、町民税２.６％の増、固定資産税は２.３％の増、町たばこ税は、県たばこ

税の一部移譲により、７.５％の増で、町税全体では２.８％の増となっております。地方交付税

は２.１％の減、町債は、両筑平野用水二期事業の起債借り入れなどにより８８.１％の増となっ

ております。 

 歳出については、義務的経費のうち、人件費は定年退職者などの増加により、４.９％の減、

扶助費は５.５％の増、公債費は１７.２％の減となっております。 

 投資的経費では、道路改良、中学校屋内運動場改修、菊池小学校プール改修など、各公共施設

の補修工事や両筑平野用水二期事業の負担金などにより、普通建設事業の単独事業が１２６.８％

の増となっております。 

 町政の執行に当たりましては、国、地方のいずれも巨額の借金を抱えた厳しい財政状況を十分

認識し、今後の国の政策を注視するとともに、引き続き財政の健全化を徹底し、住民の福祉の増

進、そして、町民の皆様に大刀洗町に住み続けたい、住んでよかったと思っていただける町づく

りを目指して、全身全霊取り組む所存でございますので、議員各位並びに町民の皆様の御理解と

御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 それでは、続きまして、平成２５年度に取り組む主な事務事業につきまして、各課ごとに御説

明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、総務課でございます。人事関係においては、組織全体の士気高揚や公務能率の向上を図

り、引いては、住民サービスの向上を図ることを目的として、人事評価制度を導入しているとこ

ろでありまして、平成２５年度からは、人事評価を職員の処遇などに反映させてまいりたいと考

えております。 

 また、限られた財源及び職員をより効率的かつ効果的に活用し、多様化する住民ニーズや新た

な行政課題に対応していくため、引き続き、久留米広域定住自立圏の取り組みとして、久留米市

との人事交流による職員の相互派遣や福岡県市町村研修所及び市町村職員中央研修所での研修の

ほか、町単独による職員研修などを計画しており、職員の人材育成と能力開発に努めてまいりた

いと考えております。 

 なお、選挙関係については、７月に参議院議員通常選挙が執行されることとなっております。 

 次に、消防防災関係では、７月７日に、町内ポンプ操法大会を実施するほか、２年ごとに実施

しております小郡大刀洗地域防災訓練について、本年は、当町が担当で、９月１日に実施を計画

しております。また、消防団の関係では、大刀洗町消防団第４分団の消防ポンプ車の購入を予定

しているところでございます。 

 次に、電算関係では、基幹系システムについて、全ての事務にその利用が拡大しておりまして、

総合行政システムを始め、住民基本台帳ネットワークシステム、公的個人認証サービスやその他
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のシステムにおける運営面、セキュリティ面での万全を期したいと考えております。また、情報

系システムについては、電子自治体の構築、例えば、住民や企業がインターネットを利用して申

請などができる電子申請を引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 次に、企画財政課でございます。企画関係では、ことし６月のオープンを目指して、大刀洗斎

場ふるさとの建設を進めております。運営については町が１００％出資の株式会社たちあらいで

行うこととしておりますが、住民の皆様が安心して利用しやすい施設となりますよう、今後建設

運営を進めてまいりたいと考えております。 

 財政関係では、庁舎の耐震診断結果を受けて、耐震大規模改修工事に係る予算を６月補正予算

に計上する予定にしております。あわせてエレベーターの設置、照明、空調機器の改修、太陽光

発電パネルの設置など、利便性の向上を図ることとしております。さらに、老朽化に伴う教育施

設、公共施設の改修工事などにおける長期計画について、関係部署と協議し、国や県の補助事業

など、主要交付税に措置される起債を活用しながら、今後とも安定した財政運営を図っていきた

いと考えております。 

 次に、地域づくり関係では、現在まで取り組んできたＮＰＯ法人との共同事業や情報発信の成

果を踏まえ、今後はより地域の活動が活性化するよう支援を強化してまいります。役場内の体制

づくりを進め、地域協働の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、住民課でございます。住民のサービスの向上を図るため、総合窓口を開設し、戸籍や住

民票などの交付のほかに、納税証明、耕作証明などの各種証明書の発行を行っているところでご

ざいまして、今後とも引き続き、窓口サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、新規事業としまして、戸籍副本データ管理システムが、平成２５年９月末から全国一斉

に稼動いたします。現在、戸籍の副本は、管轄の法務局で保存管理しておりますが、今後、大規

模かつ広域の災害などにより、市町村の正本データと、管轄法務局などの保存管理する副本デー

タとが同時に滅失することを防ぐため、遠隔地で戸籍副本データを自動的にバックアップするシ

ステムを構築するものでございます。 

 次に、国民健康保険事業及び後期高齢者医療保険事業ですが、生活習慣病に起因する疾病の増

加、また、高齢者の増加による医療保険給付費の増嵩など、財政状況は大変厳しい状況でござい

ます。これまで特定健康診査、がん検診や健康づくり事業を初め、医療費適正化に向けた各種の

取り組みを行ってまいったところですが、平成２５年４月からは指定管理者制度の導入により、

大刀洗診療所は、医療法人社団シマダに管理運営していただくことになっております。安心安全

な医療サービスの提供に加え、疾病の発生予防、早期発見、早期治療といった予防医療や健康教

室を開催することにより、大刀洗町の健康づくりを一層推進してまいりたいと考えております。 

 次に、生活環境関係ですが、住宅用太陽光発電システム設置補助事業については、再生可能エ
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ネルギーへの国民の強い関心もあり、平成２５年度も引き続き実施してまいりたいと考えており

ます。また、生ごみ減量化に向けて、生ごみ処理機及びコンポストへの助成事業も引き続き実施

してまいります。 

 次に、健康福祉課でございます。まず、介護予防事業でございますが、高齢者が要介護状態に

なることを可能な限り予防し、地域で自立した日常生活を続け、生き生きと自立した生活ができ

るよう、介護予防に取り組んでまいります。各校区センターを利用して介護予防につながる運動

の場や講座を設ける機会を提供し、介護予防の取り組みが地域に広がっていくことを目指してま

いります。また、地域包括支援センターによる総合相談や支援、権利擁護事業の充実を図ってま

いります。 

 障害児地域自立支援事業でございますが、障害者児が地域で安心して自立した生活を送ってい

けるよう、必要に応じて適切な障害保険福祉サービスなどに結びつけていくための総合窓口の充

実に取り組んでまいります。また、地域自立支援協議会において、障害のある人のニーズや地域

における諸課題の解決に向けた検討を行い、障害のある人も、地域で安心して暮らせるまちづく

りを目指してまいりたいと考えております。 

 要援護者見守りネットワークの充実では、日ごろからの近所づき合いや見守り活動を基礎とし

た地域づくりを進め、高齢者、障害者児虐待の防止、早期発見や認知症高齢者など徘徊の早期発

見、一人暮らし高齢者への支援のあり方など、地域社会全体での見守りを目指してまいります。 

 子育て支援関係では、平成２１年度に策定しております次世代育成支援行動計画に基づき、

５カ年計画で子育て支援の充実に努めているところでございますが、今後の子育て支援について

は、昨年８月に国会で成立した関連３法案に基づく、子ども・子育て支援新制度により、新たな

システムに則した子育て支援を行っていくこととなります。早ければ平成２７年度より施行され

ることとなりまして、本町としましても、国や県の情勢を見守りながら、新制度に向けた準備を

整えていく必要がございます。まずは、新制度に向けた準備の一つとして、住民の子育ての状況

やニーズの把握を行い、今後の事業計画の策定準備を進めてまいりたいと考えております。 

 保育所関係では、利用者への保育サービスに関する情報提供に努めるとともに、定期的な園長

会議を実施し、保育園及び行政との連携を密にしながら、保育内容の向上に努めてまいりたいと

考えております。 

 また、学童保育所についても、指導員の研修を充実させ、学童連絡協議会、学童保育所、学校

及び行政との連携を深めるよう努めてまいりたいと考えております。 

 子育て支援センターでは、地域の子育て支援の拠点として、遊び場の提供を行い、子育てサー

クルの育成や家庭教育の重要性を学ぶ研修会などを実施し、地域での子育て支援の充実に努めて

まいりたいと考えております。 
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 次に、特定健診や保健指導については、実施から６年目に入ります。国が示す５年後の目標値

は、受診率、保健指導率共に６０％でございます。本町における平成２４年度の受診率は、速報

値で４５％でしたが、県内で上位３番目の数値でございます。今後もさらに未受診者に対し、電

話や訪問によるきめ細かな受診勧奨を年間を通じて実施してまいります。 

 また、検査項目に心電図を追加し、心原性脳塞栓症予防または心臓疾患や吐血性の心筋梗塞、

狭心症の早期発見につなげてまいります。 

 保健指導においては、優先的に予防すべき対象者を効率的に抽出し、効果的な保健指導を実施

することにより、生活習慣病の重症化を防止したいと考えております。また、水中運動の実践に

より、水の抵抗や浮力を生かした生活習慣の改善を図ってまいります。 

 子宮頸がんや小児肺炎球菌、ヒブの予防接種と妊婦健康診査においては、平成２５年度から一

般財源化されることとなっておりますが、従来どおり、個人負担なしでの予防接種を実施するこ

とで、予防接種の機会を安定的に確保するとともに、接種率を確保することで免疫水準の維持を

図ってまいりたいと考えております。また、妊婦健康診査においても、１４回の公費助成を継続

的に実施し、安心安全に妊娠し、出産できる環境、体制づくりを実施してまいります。 

 平成２５年度からは、未熟児訪問事業は県から移譲されておりますが、当町では、既に全ての

乳児を対象とした訪問を実施しており、未熟児も含めた乳用児の訪問を通じ、母親の体調管理か

ら子育てに関するさまざまな不安に対しても、関係機関との連携を図り、さらに充実してまいり

ます。 

 次に、産業課でございます。まず、農業振興関連では、平成２５年度におきましても、「農業

者戸別所得補償制度」が「経営所得安定対策推進」として名称を変え実施されます。それにより、

農業経営の安定を図り、食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、制度確立に向け

推進強化に努めてまいります。 

 次に、平成２４年度から始まりました施策、「人と農地の問題解決」に向けた「地域農業マス

タープラン」により集落の合意形成を図り、そのプランに位置づけられた青年就農給付金や農地

集積協力金などの助成制度を利用した力強い農業構造の実現とさらなる制度の充実に向けて支援

を行ってまいります。 

 平成１９年度から始まりました農地・水保全管理支払交付金事業について、２期目を迎え、農

村環境行政に大きく貢献いたしております。今後も新規活動地区の掘り起しなどを行い、本町が

誇る魅力ある田園風景を守るための活動を支援してまいります。 

 また、当町最後の未整備地域であります大刀洗北部地区の土地改良関連事業を積極的に進め、

将来に向けての農業基盤づくりを進めてまいります。その他、国、県、町の補助事業を活用し、

土地利用型農業、施設園芸などの農業経営確立を推進してまいりたいと考えております。 
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 次に、建設課でございます。町道整備関係については、平成２５年度国庫補助事業において、

まず道路改良事業を継続で１路線予定しておりまして、事業費は２,５００万円でございます。 

 次に、橋梁修繕事業を新規で３橋予定しておりまして、事業は２,４００万円でございます。 

 次に、町内一円の通学路対策事業を新規で予定しておりまして、事業費は６００万円でござい

ます。さらに、平成２４年度補正予算、いわゆる国の大型補正と言われる１５カ月予算で、舗装

修繕事業を新規に１３路線予定しておりまして、こちらは全体の計画延長が１５キロメートル、

全体事業費が４億円となっており、そのうち平成２５年度は、土質調査業務及び一部の舗装修繕

を、事業費１億１,５００万円で実施する予定でございます。 

 また、町単独事業は、道路改良事業を８路線予定しております。事業費は５,５００万円でご

ざいまして、これらの事業により社会資本の整備を図り、住民生活向上に寄与してまいりたいと

考えております。 

 さらに、学校教育課でございます。町内の子どもたちが、変化の激しいこれからの社会を生き

ていくため、生きる力である「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成を目指す教育を

行うため、平成２５年度の目標を、「人間関係を築き、確かな学力を身につけ、自立できる子供

の育成」とし、今年度の主な事業として、学力向上推進事業、これは３カ年事業であります。特

別支援教育総合推進事業、学校給食の充実、学校施設の整備、緊急雇用創出事業による中学校へ

町常勤講師の配置、中学校のスクールガードリーダーの配置や小中学校の学校支援員の配置など

を予算化し、各学校の学習指導及び生徒指導の充実、及びきめ細かな指導体制を確立してまいり

たいと思います。 

 特に、本年度最終年度となる学力向上推進事業において、学力向上を目指したユニバーサルデ

ザインの授業の推進、中学校一、二年生における新たな特別講座の開催、また、人間関係づくり

を目指した生徒会と児童会の連携、社会性を身につけるスキル学習導入などを行い、今後も小中

学校児童生徒が自立できるように重点化した取り組みを行います。 

 さらに、学校給食については、日本の伝統的な食生活の根幹である米飯の望ましい食習慣の形

成や地域の食文化を通じた郷土への関心を深めることなどの教育的意義を踏まえ、９月より小学

校の米飯給食回数を週３回から４回にふやします。 

 また、昨年度から引き続き子育てを支援する施策として、給食費補助金を実施し、安心安全、

おいしい給食を提供してまいりたいと考えております。 

 さらに、食育教育推進のため、小中学校での弁当の日を本格実施していきます。 

 学校の環境整備につきましては、学校施設耐震化率は、平成２３年度で１００％になりました

が、今年度は、子どもたちの学習環境の一層の整備、充実を図るため、大刀洗中学校屋内運動場

改修工事を始め、菊池小学校プール改修工事などを予定しております。 
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 以上のように、「大刀洗で子育てができてよかった、大刀洗で子育てがしたい」と思っていた

だけるよう「チルドレンファースト」を合言葉に、今後とも全ての子どもたちへの教育支援と教

育環境の充実を進めてまいります。 

 次に、生涯学習課でございます。生涯学習係では、町民が生涯にわたり、人間性豊かな生活を

送れるように、いつでも、どこでも、だれでも、の求めに応えられるように、生涯学習施設の充

実、人材育成と活用など、生涯学習のまちづくりに努めてまいります。 

 初めに、人権教育関係についてでございます。同和問題を始め、子ども、性別問題、高齢者、

障がい者、外国人など、あらゆる人権問題を解決し、町民一人一人が明るく住みよい社会の実現

に向けて、大刀洗町人権教育啓発推進実施計画の周知、フィールドワークなどの平和学習会の開

催やみんなの人権ひろばの充実を図ってまいります。 

 青少年育成関係では、たくましく生きていく青少年を育成するために、社会体験、生活体験な

どの体験活動の機会、場を通じて、子どもたちの学ぶ意欲や社会性の育成に努めます。 

 学校外活動においては、「食育」や「弁当の日」の実施に伴い、食育を取り入れたこども料理

教室の実施、集団活動を通して自ら考え、自立する力を育む取り組みとして、２泊３日のチャレ

ンジキャンプや異年齢間交流などを目的とした通学合宿を支援するとともに、青少年活動指導員

やジュニアリーダーの育成にも努めてまいります。 

 次に、社会教育関係でございます。社会情勢が変化する中、町民の学習意欲を高め、いつでも

自由に学び遊べる機会を提供できるように、各種講座・学級の充実を図り、学習した知識や技術

を地域活動に生かせる「生涯学習人材バンク制度」の活用を図ってまいります。また、生涯学習

の中心的施設であるドリームセンターと中央公民館を一体的に活用できるように整備充実に努め

てまいります。 

 町立図書館におきましては、町民の生涯にわたる学びの場となるよう、いつでも、どこでも、

気軽に集える図書館を目指して、レファレンスサービスの向上、出前お話会、小学生読書リー

ダー養成講座などの読書環境の整備や図書館機能の充実に取り組んでまいります。 

 社会体育関係におきましては、町民がスポーツやレクリエーション活動を楽しみ、心身ともに

健康で充実した生活が送れるように、親子を対象にしたふれあいスポーツ教室、ひばりロードふ

れあいマラソン大会を初め、町民体育大会や分館対抗競技においては、里帰り選手の出場枠を設

け、地域や家庭のふれあいの場の創出に努めてまいります。 

 また、勤労者体育センターなどの経年劣化が見られる社会体育施設の計画的な補修整備を行い、

利便性の向上に努めてまいります。 

 最後に、文化財関係でございます。町内に所在する文化的・歴史的に価値のある資源を調査し、

出土遺物や収集資料の保存、展示、活用に努めるとともに、地域に根ざした文化伝承芸能の育成、
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継承を図り、地域の活性化に努めます。国指定遺跡下高橋官衙遺跡の整備事業の完了により、歴

史学習の場としてのほかに、町内グランドゴルフ大会、スポーツ教室を初め、生涯学習の一翼を

担えるよう史跡公園として町民の利用に供してまいります。 

 また、県指定文化財「今村教会堂」におきましては、保存について関係者などと協議を継続し、

キリシタン関係の資料の整理を進めてまいります。 

 さて、本議会定例会で審議していただきます主な議案は、人権擁護委員候補者の推薦について、

大刀洗町災害対策基金条例の制定についてなど６件、大刀洗町国民健康保険税の一部を改正する

条例の制定についてなど、条例の一部改正が１２件、久留米広域市町村圏事務組合規約の変更に

ついてなど２件、下水道の排水協定の更新について、一般会計補正予算及び国民健康保険会計、

後期高齢者医療保険会計、診療所特別会計、下水道会計の各特別会計の補正予算並びに平成

２５年度一般会計予算及び各特別会計予算についてなど、いずれも重要な案件を提案しておりま

す。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議していただきまして、最後には御承認賜りますよう

お願い申し上げまして御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  町長の挨拶が終わりました。これで諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（長野 正明）  日程第４、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたし

ます。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提出者の説明を求めます。棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  皆様、おはようございます。総務課の棚町です。それでは、諮問第

１号人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 

 提案理由でございますが、現在人権擁護委員さんは６名おられますが、そのうちの１名が平成

２５年６月３０日で任期満了となります。人権擁護委員は、町長が議会の意見を聞いて推薦した

ものの中から、法務大臣が委嘱するという人権擁護委員法の規定がございますので、議会の意見

を求めるものでございます。 

 内容については、朗読いたしましたように、指名が、宮嵜武久、昭和１６年６月２６日生まれ、
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住所は、大刀洗町大字本郷４７３３番地２でございます。 

 ２ページに履歴書を載せております。 

 平成１６年の７月から人権擁護委員をされてございます。また、平成２１年５月に、久留米人

権擁護委員協議会事務局次長に就任をされ、現在３期目でございます。先ほど申しましたように、

６月の３０日で任期満了になりますので、今回推薦をお願いするものでございます。任期としま

しては、平成２５年７月１日から３年間になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（長野 正明）  本件につきましては、議会の意見を求めるという規定になっております。

質疑、討論を省略いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 大刀洗町災害対策基金条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第５、議案第１号大刀洗町災害対策基金条例の制定についてを議題と

いたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１号 大刀洗町災害対策基金条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  おはようございます。企画財政課の川原です。私のほうから説明

をさせていただきます。 

 議案第１号大刀洗町災害対策基金条例の制定について、提案理由及び内容について御説明申し

上げます。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がありましたとおりでございますが、昨年の１２月議会

で御審議いただきましたように、福岡県市町村災害共済基金組合が、平成２５年３月３１日をも

って解散いたします。ただ、昨年７月に本町でも被害がありました九州北部豪雨災害のような自

然災害や突発重大事故が今後も起こらないとは限りません。そのような場合の応急対策や復旧対

策のために経費を充てるための基金を設けるものです。 

 それでは、次のページをお願いいたします。設置について、第１条で、町は火災、地震、風水

害、その他自然災害や突発重大事故等の人為的災害により、甚大な被害が発生した場合の応急対

策及び復旧対策に係る経費に充てるため、大刀洗町災害対策基金を設置するとしております。 

 第２条で積み立て、そして、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額と
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するとしております。また、第３条に管理の方法として、基金に属する現金は、金融機関への預

金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。２項として、基金に属する現

金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるとしております。 

 また、先ほど朗読がありましたように、４条に運用益金の処理、５条に繰替運用について、

６条で処分について、７条で委任ということで、７条を今回基金条例として規定をしております。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するとしておるところです。 

 以上、簡単でありますけれども、御説明を終わらせていただきます。審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第２号 大刀洗町行政財産使用料条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第６、議案第２号大刀洗町行政財産使用料条例の制定についてを議題

といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２号 大刀洗町行政財産使用料条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。私のほうから説明をさせていただきます。 

 まず、最初に訂正をお願いいたします。下から４行目の法第２２８条となっておりますけれど

もここは２２５条になります。申しわけありません。訂正をお願いいたします。 

 それでは、議案第２号大刀洗町行政財産使用料条例の制定について、提案理由及び内容につい

て御説明申し上げます。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がありましたように、平成１８年地方自治法の改正によ

り、行政財産は特例により、用途または目的を妨げない程度で貸付等が可能となりました。範囲

が拡大された分の使用料については、明解な規定がされておりません。法第２２５条の規定によ

り、使用料に関する事項については、条例で定めることとされております。基準を明確にし、行

政財産を有効に活用するため、本条例を制定するものです。 

 次のページをお願いいたします。第１条に趣旨を掲げております。地方自治法に基づき、徴収
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する行政財産の使用料については、他の特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めると

ころによるとしております。２条が納付について、許可を受けて行政財産を使用するものは使用

料を納付しなければならないとしております。 

 第３条が、使用料の額を規定しております。まず、使用料の額は、町長が別に定める額とする

としておりますが、２項にまず前項の規定にかかわらず、次に掲げるものが納付すべき使用料は、

当該各号に定める額とするということで、第１号と第２号に分けております。第１号が、自動販

売機の設置のために、行政財産の使用の許可を受けたものが納付すべき使用料として、この場合

は、月額として、１００分の１０以上を乗じて得た額、１０％としております。また、使用期間

が１カ月未満のときは、日割りによって計算するとしておるところです。それから、２号で町長

が定める広告を表示し、また、掲出するために行政財産の使用の許可を受けたものが納付すべき

使用料としております。この場合は、その都度、町長が定める額に消費税等の相当額を加算した

額としております。 

 それから、３項に使用者が負担すべき電気料及び水道料等が伴う場合については、使用料に加

算して徴収することができるとしておるところです。 

 また、第４条には、入札等の方法による使用料として、入札に付して、または公募により行政

財産の使用許可を受けようとするものを選定する場合の使用料は、当該入札落札金額または当該

公募により決定した額に消費税相当額を加算した額とするとしております。 

 また、５条以降には、使用料の減免、次のページになりますけれども、次のページに６条に徴

収の方法、７条に使用料の還付という、それから、８条に委任という形で規定をしております。 

 最後に、附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上、簡単でありますけれども、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。９番、平田一成議員。 

○議員（９番 平田 一成）  ３条の自動販売機の使用料の１００分の１０以上とあるのは、

１００分の２０にもなる、あるいは１５、３０でもなるというふうに感じ取れる面がありますが、

その点はどうですか。１００分の１０じゃったら、以上はいらんとじゃないかと思いますけども、

お尋ねいたします。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  平田議員の御質問にお答えいたします。一応１００分の１０、

１０％以上としております。これは、条件等いろいろありますので、そのときの条件によって入

札なり見積りなりで決定するというか、そういう形で、パーセントについては１０％以上は使用

料としていただきますという形の規定にしております。 
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○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  この条例を制定する前と制定した後、制定したことによってどうい

った変化が生じるのか、例えば、自動販売機が現状において、どういった設置の方法であって、

これ条例制定したことによって、何台分の変化が、収入が見込めるとか、現状においても徴収し

ているとか、あるいは広告等とかありますけれども、どういったものがこの条例に該当していく

のかというのをもうちょっと御説明いただきたいと思うんです。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  平山議員さんの御質問にお答えいたします。今現在ドリームセン

ター、それから、各校区センター、いろんな町の施設に自動販売機を設置しておりますけれども、

現状としては今１５％という形での契約をしております。ただ、今まではそういうふうなきちっ

とした規定が、何％以上とりますとかいう規定がありませんでしたので、昨年度かなり自動販売

機を設置しましたけれども、これを機会にこういう条例を設けたということです。ちなみに、久

留米市、小郡市、朝倉市、筑前町、周りの市町村は既にこの条例が設置されております。そうい

うことも踏まえまして、今回提案をさせていただいております。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  自動販売機以外の該当する予定の物件とか、そういうものについて

はいかがですか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  今のところはちょっと特には、一つは、今携帯電話のアンテナ関

係、そういうものを公共施設に言われた場合が該当するのかなと思います。それと、今のところ

ありませんけれども、広報誌、これに、広告等を入れておるところもあります。いろんな形が今

からは想定されるのではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  自動販売機の売り上げについては、業者さんの申告によるものです

か、この１０％というのは。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  今のところは、業者のほうから契約に沿った申告によって徴収を

しております。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  考えられるものとして、自衛官の広告募集があるかと思いますが、

これは減免の対象でしょうか、それとも、徴収の対象になるんでしょうか。 
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○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  国の分になると思いますので、これは減免に当たるというふうに

考えております。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３号 大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第７、議案第３号大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制定についてを議

題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第３号 大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。議案第３号大刀洗町ふるさと応援寄附条例の制

定について、提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、先ほど朗読がありましたとおりでございますが、平成２０年度から

導入されたふるさと納税寄附制度というのが、本町においては事務取扱要領によって定められて

おります。６条からなる要綱をつくって、今までそれで事務手続を進めておりました。今回提案

しておりますふるさと応援寄附条例を今回新たに上程をさせていただいております。 

 内容について御説明をさせていただきます。次のページをお願いいたします。目的ですけれど

も、先ほど朗読がありましたように、広く応援しようとする個人、または団体を広く寄付金を募

り、これを財源として各種事業を実施する寄附者の大刀洗町に対する思いを実現することにより、

多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とするとしてお

ります。 

 事業の区分としては、この目的のために寄附された寄附金を財源として実施する事業は町長が

別に定めるとしております。基金の設置について、第３条で寄附金を指定事業の経費に充当し、

有効かつ適正に活用するため、大刀洗町ふるさと応援基金を設けるということで、基金を設ける

ようにしております。 

 また、積み立てについて、第４条で、基金は寄附者から収受した寄附金を一般会計歳入歳出予
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算に計上して積み立てるものとするとしております。また、寄附金の管理運営の特例として、第

５条に、町長は、前条の規定にかかわらず必要があると認められるときは、寄附金を基金に積み

立てることなく、指定事業の必要な財源に充てることができるとしております。この場合におい

て、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならないとしておるところです。 

 ６条以降、６条に管理、７条に運用益金の処理、８条に振替運用、９条に処分、１０条に寄附

者への配慮、それから、１１条に活用状況の公表、１２条に適用除外、１３条に委任という形で

規定をしておるところです。 

 内容につきましては、先ほど朗読がありましたとおりでございます。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上、簡単でございますけれども、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。１１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  このふるさと応援基金は、現在のところこれに移行すると幾らぐ

らいありますか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  今までの状況ということでよろしいですか。山内議員の質問にお

答えいたします。現在までの寄附の状況ですけれども、平成２０年から要綱をつくっております

けれども、２０年に１件、２１年はゼロです。２２年度に１件、２３年度５件ということで、現

在まで７件のふるさと納税寄附があっております。合計額が１５万１,８０４円となっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  １１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  これ納税のやつが対象なんですね。一般の寄附は全然関係ないわ

けですね。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  一般寄附とは別の取り扱いとなっております。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。３番、後藤議員。 

○議員（３番 後藤 晴一）  このふるさと応援寄附条例の目的に、基金を募り、これを財源とし

て各種事業を実施すると。寄附された基金の運用、それから、事業等についてはこの定めがござ

いますけれども、一番のふるさと応援基金を募るというか、この辺の方法等の基本的な考え方を

どういった方向で広めていくかというふうなことは、この条例の中には定めなくてもいいんでし

ょうか。 
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○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  後藤議員の御質問にお答えいたします。現状としては、今までの

要綱では、先ほど言いましたとおりでございますけれども、同じ規模の大木町と比べましたら、

非常に今のところ件数、金額も非常に少ない状態です。そういうことで、今回条例を制定しまし

て、積極的にＰＲなりを進めていきたいというふうに思っております。ただ、この条例の中には、

そういう今後のＰＲ方法なり、広く呼びかけていく方法については規定は入れておりません。よ

その条例等を参考にしてとらせていただいておりますけれども、条例の中には入れておりません

けれども、今後積極的に呼びかけなりＰＲは進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ３番、後藤議員。 

○議員（３番 後藤 晴一）  今までの寄附金の応募のＰＲといいますか、そういう広め方につい

ては、どういう方法でやられておったんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  今のところは、ホームページ等での掲載等で行っております、主

には。そういうことです。 

○議長（長野 正明）  ３番、後藤議員。 

○議員（３番 後藤 晴一）  これを寄附されたものを運用とか事業とかということだけではなく

て、やはり、ふるさと応援基金をどうして広めるかということを考えていただいたほうがいいん

ではなかろうか。先ほどのちょっとお話にありましたけれども、余りこの寄附金が多くないとい

うふうなお話がございましたけれども、その辺を今後やっぱりきちんと今までの要綱なり何なり

というか、それは残るのかどうかわかりませんけれども、その辺を今後強く進めていっていかれ

たらというふうに考えます。これ意見として述べておきます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  同様に意見なんですが、寄附金、このふるさと寄附金も一般寄付金

も、できるだけ寄附をする方がしやすいようにしないといけないと思いますので、一般的にＮＰ

Ｏ法人とか、基金を集めるためにファンドユーザーというような基金集めのプロのような方もお

られますし、例えば毎月引き落とし一定額をできるようにとか、例えばインターネットバンキン

グを使えるようにとか、わざわざ窓口に行かなくても、簡単な気持ちで寄附ができるような仕組

みをつくることがまずは自主財源の確保につながると思いますので、町長がいろいろ新しいこと

を取り組みをされて、町の名前もいろいろ売れていると思いますので、ちょっとホームページ見

たらすぐ寄附ができるような、そんな仕組みづくりも一緒に、条例の中にうたわないにしても、

そういうところも一緒にやっていって、この条例が十分に生かされるような、そんな取り組みを
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していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（長野 正明）  答弁はよろしいですか。ほかに。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  これを見ておりますと、例えば、何件か寄附があった場合に、その

うちどれぐらいを基金に積み立てるのかとか、その条件がついた場合に基金に積み立てるのか、

あるいは、一般寄附金に積み立てない場合もあるのか、その辺の実際の運用はどういうふうに考

えていらっしゃいますか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  平山議員の御質問にお答えします。基本的には基金にまず繰り入

れるということを考えております。これに載っていますように、特別な場合とかを除いて基金に

積み立てることが原則というふうに考えております。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  例えば、その寄附者から、例えば１０年間奨学金に使ってほしいん

だとか、そういう条件つきで長期的な注文がついた場合には、例えば一旦基金に積み立てという

話にもなってこようかと思いますが、例えば、これは今年度ぜひ一般的なものに充ててほしいと

いう、そういう逆の条件がついた場合には、基金に積み立てずに、一般財源にもう流し込む、そ

ういうふうにも見てもいいですか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  これは５条のところに寄附金の管理運用の特例というのが上がっ

ておりますけれども、基金に積み立てることなく一般財源に計上してということで特例を設けて

おりますので、その形での運用をしたいというふうに思います。 

○議長（長野 正明）  ほかに。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  それでは、これで、１日目の質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。議場の時計で１０時４０分より再開いたします。 

休憩 午前10時28分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午前10時40分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に引き続き、再開いたします。 

 先ほどの議案第２号の中で、再度一部訂正があるそうですので、川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。先ほど議案第２号の下から４段目を、法

２２８条を２２５と訂正を申し上げましたけれども、再度条例を確認いたしましたら、もとのと

おり２２８条、これは、使用料の条例で定めるというのは２２８条で間違いありませんので、申
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しわけありません、２２８のほうに戻していただきたいと思います。次のページの最初の第１条

の２２５というのはまた別で、使用料の徴収については、２２５に基づいてするということで、

それが、混同しておりましたので、もとのとおり戻していただきたいと思います。 

 それから、幾つもあって申しわけありませんけれども、議案第１号の分を見ていただきたいと

思います。議案第１号の２ページ目の一番下の附則として、この条例は、「交付」の日から施行

する。この「交付」が、漢字が、公の布、公民館の公と布、公布というふうに訂正をお願いいた

します。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３１号 大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第８、議案第３１号大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第３１号 大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  どうも、おはようございます。建設課の野瀬でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。議案の内容に入る前に差し替えをしております。差し替えの説明をい

たしたいと思います。 

 全体にわたって、きのう全員協議会を開いた内容からすると、１２カ所ほど「ただし」という

文字が全体にわたって、１２カ所抜けておったそうでございます。それを、全部にわたってつけ

加えております。それから、あと文字で間違いがあったのが、６ページをお開きください。

６ページの上から第４項の２行目の横断歩道橋を設ける場合にあっては３メーターというところ、

ここに等が入っております、これが等が抜けておったそうでございます。これは追加させていた

だいております。隣のページの７ページの第１７条、車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分、

括弧して、以下車道の屈曲部ということになっておりますが、前の分が車線のという表現になっ

ておったそうでございます。これは、正確にいうと車道の屈曲部ということで訂正をしたところ

でございます。 

 １１ページでございます。申しわけございません。１１ページごらんください。１１ページの

２６条の３項、前条第３項及び第４項という形に前回はなっておったのが、本文が抜けておった
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そうでございます。それを今回本文を入れさせてもらっております。 

 以上でございます。申しわけございませんが、それを差し替えさせていただいて、新しく議案

書を出させてもらいました。 

 では、議案第３１号大刀洗町道路構造の基準に関する条例の制定について、内容及び説明を申

し上げます。 

 内容につきましては、きのう全員協議会におきまして詳しく御説明したところでございます。

１ページをめくっていただきまして、１ページの１条から最後の４２条までと最後の附則、この

条例は、公布の日から施行することになっております。これは、先ほど提案理由で朗読がありま

した平成２３年度法律第１０５号、地方分権に伴う第２次一括法に基づいて、各町で道路構造令

を設けなさいということになっておりますので、提案させていただいております。 

 御審議の上、御承認いただきますようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第３２号 大刀洗町道路標識の寸法に関する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第９、議案第３２号大刀洗町道路標識の寸法に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第３２号 大刀洗町道路標識の寸法に関する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  では、続きまして、議案第３２号大刀洗町道路標識の寸法に関する条

例の制定でございます。提案理由につきましては、先ほど朗読がございましたが、平成２３年法

律第１０５号に基づいて、これも同じく地方分権に伴う第２次一括法でございます。これに基づ

きまして、町においても、町道に関する標識等の条例を設けるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１ページから、１条から３ページの７条まで、裏にいきまして、

附則のこの条例は、公布の日から施行するというふうになっております。 

 内容につきましては、きのう全員協議会におきまして御説明したとおりでございます。御審議

の上、御承認いただきますようによろしくお願い申し上げます。 
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 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４号 下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１０、議案第４号下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第４号 下高橋官衙遺跡公園の設置及び管理に関する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。福永生涯学習課長。 

○生涯学習課長（福永 康雄）  こんにちは。生涯学習課の福永でございます。よろしくお願いい

たします。 

 まず、最初にまことに申しわけありませんけども、訂正のほうでございます。一番最後の

５ページでございますが、別表中の中で２番目にあります第４条第２項というふうなことで書い

ております。これにつきましては、昨日の全員協議会の中で議員各位の皆様には訂正方了承をい

ただいておりますので、執行部の皆様方の訂正方お願いいたしたいというふうに思っているとこ

です。 

 それでは、内容について説明をさせていただきたいと思います。きのうも全員協議会のほうで

説明をさせていただきましたけれども、御存じのように、下高橋官衙遺跡につきましては、平成

４年の開発に先駆けて発見された遺跡でございまして、奈良時代の郡役所の重要な施設であると

いうふうなことから、平成１０年に国の指定を受けてきたところでございます。当初の整備計画

では、短期整備、中期整備、長期整備というふうなことで、３段階の整備計画をしていたところ

でございますけれども、現実的な整備計画や町の財政状況等を勘案いたしまして、短期整備の前

半をもって一応の区切りといたしまして、今後の利活用にシフトしていくというところでござい

ます。これまでには、地元の方の散歩等のほか、グラウンドゴルフや少年少女スポーツ教室、ま

たはサッカー、フットサルの練習と、また、昨年行われました軽トラ市などに利用をされてきた

とこでございます。 

 今後は、完成後の活用に向けて一定のルールづくりが必要となってきますので、地方自治法第
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２４４条の２の規定に基づきまして、この条例を制定するものでございます。 

 それでは、議案第４号でございます。提案理由は先ほど朗読があったとおりでございます。

１条の目的につきましては、下高橋官衙遺跡の保存と活用を図り、もって教育及び文化の向上に

寄与し、あわせて町の活性化を図ることを目的とするというふうなことで掲げておるところでご

ざいます。 

 この条例につきましては、第１条から、４ページの第１６条まで掲げさせております。２条に

位置ということで上げておるところです。３条が管理の関係でございます。４条が、行為の制限

というふうなことです。５条が、禁止事項というふうなことで、１２号上げておるとこです。

６条で使用の許可、７条で使用の不許可、８条で使用料の徴収関係でございます。９条で使用料

の還付でございます。１０条で目的外使用及び権利譲渡等の禁止ということで上げておるところ

です。１１条で設備の制限を掲げさせていただいております。１２条では、使用許可の取り消し

というふうなことで上げておるところです。１３条では、原状の回復義務、また、１４条では損

害賠償について、１５条では、許可証の携帯について、また、１６条では委任というふうなこと

で上げさせてもらっております。 

 内容につきましては、昨日の全員協議会のほうで協議をいただいておりますので、簡単ではご

ざいますが、提案だけさせていただきたいと思います。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  質疑ではございませんが、きのうの全協の中で犬の糞公害のことが

話題になっておりました。これは、公園のことに限らず、道路なんかでも非常に問題になってい

るところです。ですから、犬の糞に関しては、環境美化条例の中でうたってほしいと思います。 

 環境美化条例の中には、犬の糞については明記されておりません。ぜひそういうところでうた

って周知していただくようにすれば、犬の糞公害が少しでも軽減されるのではないかと思います

ので、担当部署においてお願いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えしますけど、確かに住民の方々から、犬の糞

公害については、一番苦情の多い事項であります。今後検討しまして、対策なりを何か考えてい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１１．議案第５号 大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１１、議案第５号大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第５号 大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  それでは、議案第５号大刀洗町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容について御説明申し上

げます。 

 提案理由でございますが、先ほど朗読ありましたように、平成２４年度において、町長の給料

月額を附則により１０％削減し、給与を支給しております。２５年度におきましても、町長の申

し出がございまして、引き続き、同様の減額を行うに当たり、条例を一部改正するものでござい

ます。 

 最後のページをお願いしたいと思います。ここに附則でございますが、特例措置の中にアン

ダーラインです。平成２４年度に限りとございますが、それは、平成２４年度及び平成２５年度

に改めるものでございます。 

 施行等につきましては２ページでございますが、附則、この条例は、公布の日から施行すると

いたしております。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第６号 大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（長野 正明）  日程第１２、議案第６号大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 



- 31 - 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第６号 大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  住民課の山本でございます。それでは、私のほうから議案第６号大刀

洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容について御説明申し

上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い

まして、大刀洗町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

 それでは、内容についての御説明をいたします。カラー刷りのＡ４用紙でございます。国民健

康保険税（議案第６号）関係及び新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 改正の内容でございますけれども、後期高齢者医療制度が平成２０年４月から始まりました。

この制度の創設に伴いまして、国保に加入者が１人だけの世帯、いわゆる特定世帯と申しており

ますけども、これについては、世帯の平等割額を最大５年間、２分の１に軽減する保険税の軽減

制度が新設されております。今回の改正は、５年を超える月の翌月から８年を経過する月までの

３年間について、新たに特定継続世帯というふうに位置づけまして、平等割額を４分の１に軽減

する保険税の軽減制度が新たに追加されたものでございます。 

 カラーのほうのＡ４用紙をごらんいただきたいと思います。こちらに、国民健康保険税のそれ

ぞれ課税の区分という形で、医療給付費分と後期高齢者支援金分、それと、介護納付金分という

形で、３つの区分から今保険税のほうは徴収いたしております。今回改正になる点につきまして

は、オレンジ色のところで示しております医療給付費分の平等割、それから、後期高齢者支援金

分の平等割のところでございます。それぞれ本則課税と、７割、５割、２割軽減するところを、

今回新たに軽減額を新設するものでございます。 

 それでは、新旧対照表の最初のほうをごらんいただきたいと思います。第５条の２関係でござ

います。こちらのほうに、今回、先ほど申しましたように、特定世帯の位置づけ、それから、特

定継続世帯というのを、こちらのほうに新たに追加して規定をしているところでございます。具

体的には、新たに、特定継続世帯がありませんでしたので、これを１万８,０００円の額を制定

しているところでございます。 

 次のページをおはぐりいただきたいと思います。第７条の３でございます。これにつきまして、

今度は支援者分です。後期高齢者支援金分の平等割の額を新たに追加をいたしておるところでご

ざいます。５,２５０円です。中段のところにあるかと思います、を軽減しているところでござ
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います。 

 それから、今度は２３条関係でございます。これは、世帯の軽減額をそれぞれ記載いたしてお

ります。下のほうに軽減基準があると思いますけれども、７割、５割、２割の軽減については、

世帯の所得額が３３万円以下については７割、３３万円を超え、一人当たり２４万５,０００円

以内については５割軽減、３５万を加算した額については、それぞれ２割を軽減するという規定

がそれぞれ２３条に規定をされております。今回、７割軽減の方にありましては、１万２,６００円

を新たに追加するものでございます。同様に、５割軽減の方につきましては９,０００円の軽減

額を新設するものでございます。同じく２割のところについては、３,６００円を追加するもの

でございます。それから、後期高齢者支援金分についても同様に、軽減のところの３のところで

す。Ａの３のところでございますけども、３,６７５円、同じく５割軽減については２,６２５円、

２割軽減のところについては１,０５０円を新たに追加して軽減措置を設けるものでございます。

このことを新旧対照表のほうに列記しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上、簡単でございますけども説明にかえさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第７号 大刀洗町財政事情の公表に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（長野 正明）  日程第１３、議案第７号大刀洗町財政事情の公表に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７号 大刀洗町財政事情の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  私のほうから説明をさせていただきます。議案第７号大刀洗町財

政事情の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由並びに内容の説明を

申し上げます。 

 提案理由につきましては、朗読がありましたように、財政事情の公表については、より多くの
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町民の方にお知らせするということで、前年度の上半期の財政状況を６月の広報で、その年の上

半期の状況を１２月の広報でお知らせをしております。現状の公表期日にあわせて現条例を改正

するものであります。 

 内容につきまして、３枚目の新旧対照表のほうで御説明を申し上げます。 

 本則の第２条であります。公表の期日について、「毎年８月１日及び２月１日」のところを

「毎年６月及び１２月」に、それから、２項の「事故により、前項の期日」となっておりますと

ころを、「事故により前項に定める月に」という変更です。それから、２行目の「町長は事故」

の前に点ですね。それから、３行目に「１月内においてその期日を定めて」を「１月内に公表し

なければ」というふうに、「おいてその期日を定めて」を省略をしております。 

 それから、第３条の財政事情の公表事項について８月１日を６月に、「おいて」を、「おいて

は」、それから、２行目の「その年の」を「同年」というふうに改正するものです。 

 また、３条２項の「２月１日に公表する」を「１２月に公表する」、また、「前年４月１日」

を「同年４月１日」に改正をするものです。 

 また、公表の方法、第４条のところの「公告式条例」のところを、「広報及びホームページ」

にということで、現状にあわせて改正をしたいというふうに思っております。 

 次のページをお願いいたします。「前項の財政事情は、その公表の日から６カ月間何人も町長

の指定した場所においてその閲覧を請求することができる」となっておりますところを削るとい

うところです。 

 これにつきましては、附則で、この条例は、公布の日から施行するというふうにしております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第８号 大刀洗町財政調整積立基金条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（長野 正明）  日程第１４、議案第８号大刀洗町財政調整積立基金条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８号 大刀洗町財政調整積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。議案第８号大刀洗町財政調整積立基金条例の一

部を改正する条例の制定について、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。 

 提案理由といたしましては、先ほど朗読がありましたように、基金条例５つの中で、表現等不

一致が見つかりましたので、今回５つの基金条例の文言の訂正をお願いしたいと思っております。 

 内容について、最後の新旧対照表で説明申し上げます。最後のページをお願いいたします。本

則の運用益金の処理、第４条ですが、そこの２行目、「計上して基金に編入するものとする」と

いう前に、「計上して、この基金に編入するものとする」という改正であります。 

 簡単でありますけれども、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第９号 大刀洗町教育施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（長野 正明）  日程第１５、議案第９号大刀洗町教育施設整備基金条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９号 大刀洗町教育施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。それでは、議案第９号大刀洗町教育施設整備基

金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 提案理由につきましては、朗読がありましたように、現状の運用方法にあわせた条例の一部を

改正するものであります。 

 内容について、最後のページをお願いいたします。新旧対照表によって御説明をさせていただ

きます。本則の第４条、運用益金の処理についてですが、２行目の「処理するものとする」とこ

ろを、「この基金に編入するものとする」という改正であります。 
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 簡単でありますけれども、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１０号 大刀洗町農業振興積立基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（長野 正明）  日程第１６、議案第１０号大刀洗町農業振興積立基金条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１０号 大刀洗町農業振興積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼いたします。議案第１０号大刀洗町農業振興積立基金条例の

一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。 

 提案理由につきましては、朗読がありましたとおり、現状の運用方法にあわせた条例の一部を

改正するものであります。 

 内容について、最後の新旧対照表をお願いいたします。本則の第４条、運用益金の処理につい

てですが、２段目の「計上して処理するものとする」を、「計上して、この基金に編入するもの

とする」という改正をするものであります。 

 以上で、簡単でございますけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１１号 大刀洗町消防施設等整備基金条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（長野 正明）  日程第１７、議案第１１号大刀洗町消防施設等整備基金条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 
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〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１１号 大刀洗町消防施設等整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  失礼します。それでは、議案第１１号大刀洗町消防施設等整備基

金条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容の御説明を申し上げます。 

 提案理由といたしましては、先ほど朗読がありましたとおりでございます。 

 最後のページをお願いいたします。最後のページに新旧対照表を載せております。本則の第

４条、運用益金の処理についてですが、「計上してこの基金に編入する」を、ほかの条例と同じ

ように、「計上して、この基金に編入するものとする」という改正でございます。 

 簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１２号 大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（長野 正明）  日程第１８、議案第１２号大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１２号 大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  それでは、議案第１２号大刀洗町公共施設整備基金条例の一部を

改正する条例の制定について、提案理由及び内容について御説明を申し上げます。 

 提案理由につきましては、朗読がありましたように、現状の運用方法にあわせるため条例の一

部を改正するものであります。 

 内容について、最後の新旧対照表をお願いいたします。本則の第４条、運用益金の処理でござ

います。「計上して処理するものとする」を、「計上して、この基金に編入するものとする」と
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改正するものでございます。 

 簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１３号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第１９、議案第１３号大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１３号 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  それでは、議案第１３号大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容について説明いたします。 

 提案理由は、先ほど朗読のとおり、障害者自立支援法の一部を改正するに伴い、本条例の一部

を改正する必要が生じたためでございます。 

 内容について説明いたします。新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。重度障害

者医療の支給対象は、大刀洗町の区域内に住所を有するものですが、例外として、大刀洗町に住

所を有しなくても支給対象者となるものを規定したのが第１３条関係でございます。第１３条の

第１項でございますけれども、旧のほうの障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）が成

立をいたしておりまして、平成１８年の４月１日から施行されているところでございます。今回、

この法律の名前が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変わるため

に改正をするものでございます。 

 それから、次のアンダーラインのところでございますけれども、同法、附則第４１条第２項ま

たは第５８条第２項の規定が、これは平成２４年４月１日に廃止をされておりますので、これを

削らせていただきます。 

 同じように、同法、附則第４条も、これは、平成１８年９月３０日までの規定となっておりま
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したので、これを削るものでございます。 

 次のアンダーラインのところにつきましては、「若しくは」を「又は」、それから、「また

は」がまた出てきますので、「又は、」に変更させて改正するものでございます。 

 次に、第２項関係でございますけれども、「障害児入所施設」の前に、点が抜けておりますの

で、句読点を挿入させていただいております。 

 それから、最後のほうの行でございますけれども、「又は障害者自立支援法」からずっと後と

なっております「知的障害者通勤寮（以下通勤寮）」というところについてでございますけれど

も、これは、附則のほうで定めておりましたのが、平成２４年３月３１日まで運営できるとされ

ていたために、今回、現在この施設の運営ができてないということで削らせていただくものでご

ざいます。 

 以下、「通勤寮」というのが出てきますので、同様にこれを削らせていただくものでございま

す。 

 以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第１４号 大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第２０、議案第１４号大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１４号 大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  それでは、議案第１４号大刀洗町立大刀洗診療所設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の提案理由及び内容について説明申し上げます。 

 提案理由は、先ほど朗読のとおり、医師宿舎については、一部を改修し、調剤薬局として利用

することから、医師宿舎としての利用ができなくなるために、大刀洗診療施設を構成する施設か
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ら除外するものでございます。 

 内容について説明をいたします。大刀洗診療所につきましては、指定管理者として、１２月議

会で医療法人社団シマダに指定ということで承認をいただきました。その後、協定書を締結する

ために細部について協議をしてまいりまして、指定管理者から調剤薬局は院外薬局にしたい、そ

れから、医師薬局については、利用しない旨の申し出があったところでございます。それと同時

に、調剤薬局を設置される業者の方から、医師宿舎の一部を改修して調剤薬局として利用したい

旨の申し出があっております。そのため、構成施設のほうから除外させていただくものでござい

ます。 

 新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。第３条のほうに施設の構成についてを規

定いたしているところでございますので、第２号のところの医師宿舎を削りまして、それぞれ

３号以下を１号ずつ繰り上げて２号、３号、４号に改めるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  一部を使用されるということは、残りの一部についてはどうなるん

でしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  平山議員の質問にお答えいたします。当初は、一部だけを改修してそ

こだけを使わせてくださいということでございましたけれども、残りの施設についても、業者さ

んのほうから、職員の休憩室等に使わせていただきたいということで、改修しない施設について

もそのまま使わせていただきたいという御指定があっております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  ということは、建物自体は町有施設として残るわけですか。所有は

どういうふうになるんですか。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  建物はあくまで町有のものでございますので、そのまま町に貸借とい

うか、業者のほうに貸すという形になります。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第１５号 大刀洗町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 
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○議長（長野 正明）  日程第２１、議案第１５号大刀洗町営住宅管理条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１５号 大刀洗町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  建設課でございます。議案第１５号大刀洗町営住宅管理条例の一部を

改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がありました提案理由のとおりでございまして、平成２３年法律第１０５号、地方

分権に伴う第２次一括法に基づき、それに伴い、公営住宅法及び公営住宅施行令が一部改正され

ております。それに基づき、町の条例で制定をしてくださいということでございますので、提案

しております。 

 めくっていただきまして、４ページから新旧対照表をつけております。きのうの全員協議会の

中で提案理由なりを説明しておりますので、第５条については、アンダーラインのある新旧表で

ございます。同じく２項につきましては、新設が入ってきております。次の５、６ページでござ

いますが、２項については新設が入ってきております。３項も同じく新設でございます。第６条

も修正がございます。 

 全員協議会の中で説明しておりますので、御審議の上、御承認願いますようによろしくお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第１６号 大刀洗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第２２、議案第１６号大刀洗町下水道条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 
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 議案第１６号 大刀洗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  続きまして建設課でございます。議案第１６号大刀洗町下水道条例の

一部を改正する条例の制定でございます。先ほど提案理由は朗読ございましたが、これも同じで

ございまして、平成２３年法律第１０５号、地方分権に伴う第２次一括法に基づいて、同じく下

水道法の一部改正に伴い、町の条例で制定する必要があるということになっております。 

 それで、内容の説明なんですが、３枚目をめくっていただきたいと思います。新旧対照表をつ

けております。これも、きのうの全員協議会で詳しく述べておりますので、新旧対照表を見てい

ただいて検討していただきたいと思います。御審議の上、御承認願いますようよろしくお願い申

し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第１７号 久留米広域市町村圏事務組合規約の変更について 

○議長（長野 正明）  日程第２３、議案第１７号久留米広域市町村圏事務組合規約の変更につい

てを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１７号 久留米広域市町村圏事務組合規約の変更について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  議案第１７号久留米広域市町村圏事務組合の規約の変更について、

提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 提案理由につきましては、先ほど朗読がありましたように、現在、久留米広域圏の事務所は、

平成２５年度より久留米消防東出張所として、また、筑後地域消防指令センターとして建てかえ

る予定になっております。そのために、現在の事務所を久留米市北野町、現在の北野総合支所で

すが、そちらのほうに移転をする計画になっております。地方自治法の２９０条の規定に、一部

事務組合の規約の変更については、関係地方自治体の議会の議決が必要となっております。そう

いう理由で今回議決を求めるものです。 
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 それでは、２枚目の裏のほうをお願いいたします。２枚目の裏のほうに組合規約新旧対照表と

いうのをつけております。現在の第１章、総則、（組合の事務所の位置）ですが、第４条に「組

合の事務所は、久留米市山川沓形町３番１５号に置く」を、「久留米市北野町中３２４５番地

３」に置くと改めるものでございます。 

 最後のページですけれども、附則のところに、この規約は、平成２５年４月１日から施行する

としております。 

 以上、簡単ですけれども、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第１８号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

○議長（長野 正明）  日程第２４、議案第１８号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１８号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県

市町村職員退職手当組合規約の変更について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  それでは、議案第１８号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由及び内

容について御説明いたします。 

 提案理由でございますが、先ほど朗読がありましたように、田川地区清掃施設組合及び福岡県

市町村災害共済基金組合が脱退をいたします。そして、２５年４月１日から、下田川清掃施設組

合が新たに福岡県市町村職員退職手当組合に加入することになりますので、組織する地方公共団

体の数が増減をいたします。そういうことで、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 それでは、２ページをお開きいただきたいと思います。まず、加入及び脱退を第１８条で規定

いたしておりますが、旧のアンダーラインと新のアンダーラインを比較していただきたいと思い
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ます。及び組合を組合員に、２以上につきましては、これは削ります。または、もしくは、次の

する解散を脱退する、もしくはをまたに改正を行うものでございます。 

 次のページをお願いいたします。３ページです。これが、別表第１、第２条の関係の構成団体

がそれぞれ市郡ごとにここに掲げてあります。朝倉郡の甘木朝倉広域市町村圏事務組合が、甘木、

朝倉の間に中線が入ります。下の田川郡でございます。田川地区清掃施設組合が、これは脱退で

す。新のほうで新たに下田川清掃施設組合が加入になります。その他で、福岡県市町村災害共済

基金組合は、これは３月３１日をもって解散されますので、脱退になります。 

 次のページをお願いいたします。４ページでございますが、これが、議員の選挙区及び定数を

定めております。旧のほうと新とアンダーラインのところを見ていただきたいと思います。第

３区でございます。福岡県市町村災害共済基金組合が削りまして、第５区、田川地区清掃施設組

合も同じく削ります。第５区の新のほうですが、ここに新たに下田川清掃施設組合が加わるとい

うことになります。８４団体が８３団体になるようでございます。 

 あと１ページをお願いしたいと思います。附則、この規約は、平成２５年４月１日から施行す

る。ただし、第１８条第２項の改正規定は、平成２５年３月３１日から適用するものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第１９号 筑前町との下水道の排水協定の更新について 

○議長（長野 正明）  時間を経過しておりますけども、日程第２５までを午前中に済ませたいと

思います。日程第２５、議案第１９号筑前町との下水道の排水協定の更新についてを議題といた

します。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１９号 筑前町との下水道の排水協定の更新について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  建設課でございます。議案第１９号筑前町との下水道の排水協定の更

新について、御説明申し上げます。 

 先ほど、提案理由を朗読ございましたが、平成２０年１０月１日に筑前町と排水の協定を締結
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しております。それが、２５年３月３１日で満期終了となりますので、更新を求めたいというこ

とで議決を求めるものでございます。 

 次のページごらんいただきたいと思います。下水道の排水協定の案をつくっております。１条

から８条まで、その他までつくっております。 

 次のページまためくっていただいて、どこかといいますと、大刀洗と筑前境の２件についての

みの協定でございます。この継続をやっていきたいというふうに思っておりますので、御審議の

上、御承認願いますように、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

 これで午前の会議を閉じます。午後は、１時１０分より再開いたします。 

休憩 午後０時05分 

……………………………………………………………………………… 

再開 午後１時10分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に続き、再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第２０号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 

○議長（長野 正明）  日程第２６、議案第２０号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第

７号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２０号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  企画財政課の川原でございます。よろしくお願いします。それで

は、議案第２０号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第７号）について、提案理由及び内

容の説明を申し上げます。 

 先ほど朗読がありましたが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億１,４１３万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億９,３２５万１,０００円

とするものでございます。 

 第２条では、繰越明許費でございますが、翌年度に繰り越して使用することができる経費は第



- 45 - 

２表によるでございます。 

 第３条、債務負担行為の追加は、「第３表の債務負担行為補正」とするものでございます。 

 第４条で、地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」とするものでございます。 

 今回の主な補正でございますが、３月補正でございますので、主に各種事業の実績を見込んだ

ところでの減額となっております。 

 一方、追加補正の主な事業といたしましては、社会資本整備総合交付金事業費の道路舗装工事

請負費や全国瞬時警報システム自動起動装置整備工事費等を計上しております。 

 それでは、内容の説明をいたしますので、歳出の１６ページをお願いいたします。１６ページ

からが歳出でございます。１款１項１目議会費でございます。議会費の主なものとしましては、

１５節工事請負費のところに、議場映像音響設備改修工事費ですが、これは、執行残を８７６万

７,０００円減額をしております。また、４の共済費のところに、これは各款の４節共済費のと

ころに、共済組合公的年金遡及負担金を計上しておりますが、これは、負担率が変更されたため

に、４月から２月までの１１カ月分の差額を追加分として計上しております。これを、各款のと

ころに計上をしております。 

 次に、２款１項１目一般管理費でございます。主なものとして、１９節に退職手当組合特別負

担金ということで、１,４１０万２,０００円を追加でございますが、これは、早期退職者分の特

別負担金等でございます。 

 次の同じく５目の財産管理費でございます。これは、主に１７ページの２５節の積立金ですが、

公共施設整備基金積立金を１億５,０４１万６,０００円計上しております。 

 １７ページですけれども、６目企画費から１０目の自治振興費までについては、執行残あるい

は実績等を見込んでの減額、また、財源組み替えをしております。 

 １６目のサイン、駐車場等管理費でございます。１５節工事請負費、これは、一般国道

５００号大刀洗十文字交差点のサイン移設工事ということで、道路改良に伴うサインの移設工事

費を１６５万９,０００円計上をさせていただいております。 

 次に、１８ページをお願いいたします。１８ページは、２款５項統計調査費につきましては、

実績により減額及び追加をしております。 

 次に、２款６項１目の監査委員費でございますが、これは、実績を見込んでの減額です。 

 それから、３款１項２目の障害者自立支援費でございます。補正額８８９万４,０００円でご

ざいますが、これは、１節の報酬から２０節の扶助費までについては、実績に基づいての減額及

び追加分でございます。 

 １９ページの２３節償還金利子及び割引料ですが、これは、２３年度の額が確定をしましたの

で、その分の返還金を計上しております。合わせて２３８万３,０００円となっております。 
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 次に、同じく３目の高齢者福祉費でございます。これは、執行残及び実績に基づいての減額を

上げております。 

 続いて、一番下の６目重度障害者医療費については、２３年度の額が確定しておりますので、

返還金を計上しております。１７１万２,０００円となっております。 

 次に、２０ページをお願いいたします。２０ページ、３款１項７目のひとり親家庭等医療費に

つきましても、額が確定しましたので返還金を計上しております。 

 続いて、８目の介護保険推進費でございます。これは、広域連合から通知を受けまして、一般

会計分、特別会計分を減額をしております。 

 ９目介護予防事業費でございます。主に実績に基づいての減額等をしております。次に、

１０目社会福祉会館管理費、これにつきましては、契約を見直して減額になった分を予算も減額

をいたしております。合わせて２６万５,０００円です。 

 １２目国民健康保険費につきましては、国保会計繰り出し金を追加で１５万１,０００円計上

しております。 

 １３目老人保健及び後期高齢者医療保険費でございます。繰り出し金の額が確定しましたので、

１０１万１,０００円を減額をしております。 

 次に、２１ページでございます。３款２項１目の児童福祉総務費でございますが、これにつき

ましては、今年度の実績で減額または追加をしております。 

 次に、２２ページをお願いいたします。２２ページ、３款２項１目ですが、２３節償還金利子

及び割引料ですが、これも２３年度の額が確定した分の不足分を計上しております。 

 ２目児童措置費、子ども手当の分です。２月、３月分を２４年度分で支払われておりますが、

執行残になります。 

 ３目乳用児医療費でございます。これは、実績により給付費を１００万円追加計上をしており

ます。 

 ４目子育て支援費、これも、７節賃金ですが、実績により減額をしております。 

 それから、４款１項２目予防費でございます。１３節医療費でございますが、予防接種が集団

接種から個別接種に９月から変わっております。その分の追加分で４２０万６,０００円を計上

しております。 

 次に、３目環境衛生費でございますが、これは、町の環境衛生組合のほうで出したということ

で減額をしております。 

 ６目健康増進事業費でございます。実績で減額をしております。 

 ９目診療所費でございますが、診療所特別会計繰出金が額が確定しておりますので５７万

２,０００円追加をしております。 
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 次に、２３ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目し尿処理費でございます。２２節の補償・補填及び賠償金でございますが、今の

ところ支出をしておりませんので、残りの月分を残して３８７万減額をしております。 

 ２目塵芥処理費でございますが、今年度の実績での減額をしております。 

 次に、５款１項５目になりますが、農業振興費、これは、執行残を減額をしております。 

 ６目農地・水保全管理共同活動支援事業費、１９節の負担金・補助及び交付金につきましては、

２団体取り下げられておりますので、その分２８５万６,０００円減額となっております。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ５款１項９目の活力ある高収益型園芸産地育成事業費でございます。これは、災害復旧の関係

ですが、入札により４０３万円減額をしております。 

 １０目水田農業担い手機械導入支援事業費でございます。１９節負担金・補助及び交付金です

が、これも取り下げによる減額をしております。 

 １２目有害鳥獣等駆除対策費は実績で減額しています。１４節の農業農村整備費につきまして

も、実績による減額です。 

 それから、１５目農業環境整備費でございますが、今回、国の補正にあわせて活用しまして、

１３節委託料、それから、１５節工事請負費、それから、２２節補償・補填及び賠償金のところ

に、三川地区農業用用排水施設工事の予算を計上しております。あわせて事業費７６４万

８,０００円を今回計上させていただいておるところです。 

 次に２５ページをお願いいたします。 

 農業集落排水事業費です。２８節繰出金、下水道事業特別会計繰出金ということで、５１０万

１,０００円を計上しております。 

 １７目国営造成施設管理体制整備促進事業費です。変更申請で５３１万減額をしております。 

 ５款１項５目雇用対策費です。執行残を減額をしておるところです。 

 次に、２６ページをお願いいたします。 

 ７款２項２目道路改良費でございます。１,１５０万の減額となっております。これは、対象

が農地が多かったために執行残を減額しておるところです。同じく３目社会資本整備総合交付金

事業費でございます。国の補正にあわせまして、今回１３路線の工事費、調査費等を計上してお

るところです。合わせて１億１,５００万円となっております。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 ７款３項１目水路環境整備費でございます。これは執行残を減額をしております。２目公共下

水道費、これにつきましても、１９節負担金・補助及び交付金、実績の残を減額をしております。

２５積立金には、下水道施設整備基金積立金を１万円、２８節繰出金には、下水道事業特別会計
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繰出金を１,３２７万６,０００円計上しております。 

 ７款４項１目河川総務費でございます。これは、執行残を減額をしております。 

 ７款５項につきましても、実績での減額です。 

 次の７款６項１目につきましても、実績での減額を上げております。 

 次に、２８ページをお願いいたします。 

 ７款７項１目公園管理費でございますが、これにつきましても、実績での減額、執行残を減額

をしております。 

 ８款１項３目水防費でございます。これにつきましても、執行残の減額を上げておるところで

す。 

 同じく４目の災害対策費でございます。こちらにつきましては、補正額５,２８９万円となっ

ております。１５節工事請負費、全国瞬時警報システム自動起動装置整備工事費を上げておりま

す。これは、国の補正の分で、一般的にＪ─ＡＬＥＲＴと言われるもので、災害時に防災メール、

町のホームページ、いろんなメディアを通じて、災害情報を伝達するシステムとなっております。

今回、その分の予算２,２８９万円を計上しております。また、２５積立金に、災害対策基金積

立金として３,０００万円を計上させていただいております。 

 続けて、９款１項２目事務局費でございます。実績での減額等でございます。 

 ９目大刀洗学力向上推進事業費でございます。これにつきましても、実績等での減額をしてお

ります。 

 それから、次のページ、２９ページですが、９款１項５目早期からの教育相談・支援体制構築

事業費でございます。これは、予算の組み替えをしております。 

 ９款２項１目一般管理費でございます。これは、主に執行残等の減額をしておるところです。 

 次に３０ページをお願いいたします。 

 ９款２項４目大刀洗小学校費につきましても予算の組み替えとなっております。 

 ６目教育振興費につきましては、実績見込みでの減額をしております。 

 ７目小学校改築費につきましては、執行残を１５９万減額をしております。 

 ９款３項１目一般管理費でございます。これにつきましても、執行残を減額しております。 

 ３目教育振興費につきましては、今年度の実績で減額をしております。 

 ３１ページでございます。 

 ９款３項５目中学校改築費につきましても、執行残の減額を計上しておるところです。 

 ９款５項１目から７目まで、執行残及び事業を行わなかった分の残額を減額をしておるところ

です。 

 ８目につきましては、財源組み替え、９目文化財調査事務諸費でございますが、これは、実績
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での減額をしておるところです。 

 次に３２ページをお願いいたします。 

 ９款５項１０目町内遺跡発掘調査費でございます。これも、執行残等を減額をしております。 

 １１目施設整備管理費につきましても、実績での減額となっております。 

 １４目文化財発掘受託調査費も、実績での減額分を減額しております。 

 次に、９款６項１目保健体育総務費の１８備品購入費ですが、これは入札で金額減での執行残

となっております。１９節負担金・補助及び交付金につきましては、小学生のソフトテニス大会

分の全国大会分を計上しております。 

 それから、４目運動公園管理費につきましては、１３節委託料、これは、運動公園の東側の駐

車場の現況と合わない分がありましたので、境界復元のための測量費を上げております。 

 最後、３３ページです。９款６項５目の武道場管理費につきましては執行残です。 

 １０款１項１目につきましては、１９節負担金・補助及び交付金を上げております。両筑土地

改良区農業災害復旧工事交付金となっております。この事業につきましては、事務窓口が町とい

うことで、国庫補助金を町に受け入れて、両筑土地改良区に支出するという形で今回予算を計上

しております。 

 １１款１項２目利子でございます。長期債利子が確定いたしましたので、減額をしておるとこ

ろでございます。 

 次に、歳入の説明をしたいと思います。９ページをお願いいたします。 

 ９ページからが歳入になります。２款２項１目自動車重量譲与税、今年度の見込みで３００万

円の減額補正をしております。同じように、利子割交付金につきましては１００万円の減額、自

動車取得税交付金につきましては、５００万円追加計上をしておるところです。 

 また、９款１項地方交付税ですけれども、一律国のほうで減額をされておりましたけれども、

国の今回の補正で追加された分を５６７万９,０００円計上しております。 

 １１款１項分担金及び負担金でございますが、取り下げた分の減額をしておるところです。 

 １１款２項につきましては、実績にあわせて今回追加または減額をしております。教育費負担

金につきましても同じように支出にあわせた減額をしておるところです。 

 次の１０ページをお願いいたします。 

 １２款１項ですが、これは、実績にあわせた形で追加をしております。１２款２項使用料及び

手数料ですけれども、実績にあわせて追加で計上しております。 

 次の１３款１項１目民生費国庫負担金ですが、１節社会福祉負担金につきましては、それと、

３節の児童福祉費負担金につきましては、交付決定額、あるいは実績に応じて増額をしておると

ころです。 
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 それから、４節子ども手当負担金、それから、５節、６節、７節の児童手当負担金につきまし

ては、法改正による組み替えをしておるところです。 

 １１ページ、国庫支出金、１３款２項１目民生費国庫補助金につきましては、交付額が確定し

ておりますので、それにあわせて減額をしております。 

 ３目の土木費国庫補助金につきましては、今回の社会資本整備総合交付金にあわせて、その

６０％の６,０００万円を増額計上しております。 

 ４目の教育国庫補助金、それから、５目災害復旧国庫補助金につきましては、実績にあわせて、

支出にあわせての減額等をしております。 

 同じく１３款３項１目の総務費委託金につきましては、外国人登録事務が今回７月で事務が変

わっております。そのための減額及び増額を計上しております。 

 １４款１項民生費県負担金ですが、国庫負担とあわせて今回追加をしております。 

 次の１２ページをお願いいたします。 

 １４款１項、前のページから続いてますが、１目につきましては、先ほどの国庫支出金とあわ

せまして県分の負担割合を増額あるいは減額をしております。 

 １４款２項２目の民生費県補助金につきましても、国庫支出金で説明しましたように、実績に

あわせて増額または減額の補正を上げております。 

 それから、次の１３ページですが、県支出金、１４款２項４目農業水産費県補助金ですが、こ

れは、実績にあわせて減額をしております。 

 それと、８目の消防費県補助金につきましては、先ほどの全国瞬時警報システム整備に係る交

付金、これは１０割ですけれども、２,２８９万円を追加で計上しております。 

 １４款３項につきましては、支出にあわせて計上をしておるところです。 

 次に１４ページをお願いいたします。 

 １５款１項２目利子及び配当金です。これにつきましては、基金の利子分ですが、３月末まで

の収入見込み額を追加で計上しております。合わせて１１９万６,０００円ということです。 

 それから、１６款１項３目農業水産費寄附金につきましては、４分の１を１４０万計上をして

おります。 

 １９款４項１目雑入ですが、自動販売機設置に伴う追加の分と、３番目です。市町村振興宝く

じサマージャンボ交付金が額が確定をしております。５７万８,０００円、それから、オータム

ジャンボ分の交付金が４１万９,０００円。それと、最後に、福岡県市町村災害共済基金組合解

散に伴う納付金返還金でございますが、１億６,０１０万４,０００円となっております。以上を

計上をしておるところです。 

 １５ページでございます。 
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 ２０款１項３目の土木債でございます。道路橋梁債でございますが、６,１５０万円の追加で

ございます。 

 同じく４目の教育債、補助対象額が確定しましたので、３３０万円の減額をしております。 

 ５目農林水産業債につきましては、農業債でございますが、これは、支出で説明しました三川

地区農業用用排水施設工事分を３８０万円計上しております。 

 以上が歳入になります。 

 次に５ページをお願いいたします。 

 第２表の繰越明許費関係でございます。５ページのほうですが、「第２表繰越明許費」関係で

ございますが、まず、２款総務費１項総務管理費でございます。庁舎耐震及び大規模改修工事実

施計画委託関係で６０９万円、同じく総務費の総務管理費で庁舎耐震診断評価取得委託２６２万

５,０００円です。 

 次に、４款衛生費１項保健衛生費で、泥捨場フェンス新設工事が２２１万３,０００円、４款

衛生費で保健衛生費、大刀洗葬祭場建設事業関係ですが１億７,７２８万９,０００円となってお

ります。 

 ５款農林水産業費１目農業費ですが、農業体質強化基盤整備促進事業費、これは三川地区の農

業用用排水施設工事ですが７６４万８,０００円、７款土木費２目の道路橋りょう費です。道路

改良事業町単独分として３８２万１,０００円、同じく道路橋りょう費で道路奥野七反牟田線改

良工事町単独分で３００万円、同じく道路橋りょう費で町道猪本高食線外１２路線舗装修繕事業

（国補正社会資本整備総合交付金関係）で１億１,５００万円、８款消防費１目消防費ですが、

全国瞬時警報システム自動起動装置整備事業関係で２２８万９,０００円となっております。合

計で３億３,４４８万６,０００円を翌年度に繰り越しをお願いしたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、「第３表債務負担行為補正」でございます。１、追加で、町道猪本高食線外１２路線舗

装修繕事業です。期間としては、平成２５年度から２９年度まで、限度額４億１,０００万円で

ございます。 

 次、６ページをお願いいたします。 

 「第４表地方債の補正」でございますが、まず、１番、追加でございます。一般補助施設整備

等事業債、三川地区農業用用排水施設工事費分で、限度額３８０万円、次に、公共事業等債で道

路舗装修繕分３,５６０万円、３つ目に、地方道路等整備事業債、道路舗装修繕分が２,５９０万

円、合計の３,９４０万円となっております。起債の方法につきましては、証書借入、利率につ

いては５％以内、償還の方法につきましては、「政府資金についてはその融資条件により、銀行

その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により据置期間及
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び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。」としております。 

 また、２番、変更でございます。一般補助施設整備等事業下高橋官衙遺跡整備、補正前といた

しましては、限度額が１,３８０万円が補正後は１,０６０万円になります。 

 次に、学校教育施設等整備事業、菊池小多目的ホール改修の分ですが、補正前の限度額が

１,０７０万円が補正後は１,０６０万円になります。合計が補正前限度額が２,４５０万円が補

正後は２,１２０万円になります。 

 以上が地方債補正でございます。 

 以上で、一般会計補正予算の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 失礼いたします。今説明した中で１カ所訂正がございますので、申しわけありませんけれども、

６ページをお願いいたします。今先ほど説明いたしました６ページの地方債補正の合計の金額を

修正をお願いしたいと思います。合計のところが６,５３０万円、先ほど３,９４０万円と言いま

したけれども、６,５３０万円と修正をお願いいたします。失礼いたしました。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  ７番安丸です。議案書２８ページの８款１項４目災害対策基金積立

金の関係です。これは、今議会の中の１号議案との関連の分でしょう。というか、要は、条例的

に無い部分に基金として持っていくという補正で流れ的にはちょっとおかしいような気がしたん

で説明をお願いします。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  安丸議員さんの質問にお答えいたします。今回条例にかけさせて

いただいて、可決後、こういう補正予算に上げるということを想定して今回予算に上げさせてい

ただいております。 

○議長（長野 正明）  ７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  安丸ですけども、要は１１日に補正の議決されるということで、条

例はその後に議決という流れになると思うんですけども、要は、条例のないところに金を持って

いこうとしているわけですから、順序としておかしいような気がしますし、前回の議会の中でも

教育施設整備基金のところでもちょっとあとで気づいたわけなんですけども、要は基金の持って

行き場所がないのに補正予算を組んであるから、そこらあたりをちょっと順序としてどうかなと

思って質問させていただきました。 

○議長（長野 正明）  棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  安丸議員の御質問にお答えいたします。関連ということで、まず、条

例を上程いたしまして補正に上げておるわけでございます。ただ、議決の方法が、まず補正予算

がさきに議決を受けるということになるかと思います。あと条例の関係は、最終日に議決を受け
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ますので、仮に条例、これがさきに否決を受ければ、当然条例はそれなりに考えてもらえばいい

と思いますし、仮に条例が否決されても、予算は組んでおっても、今回は逆に執行ができないと

いう形になりますので、大きな若干の逆になっても問題的にはないと思います。 

○議長（長野 正明）  ７番、安丸議員。 

○議員（７番 安丸眞一郎）  今課長の答弁で意味合いはわかったんですが、そうなると逆に条例

をつくってから補正を議決してもいいんじゃないかということを言いたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（長野 正明）  棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  それは、同時に議決をというふうな考え方ですか。しかしながら、先

般からの議会運営委員会の中で、今回国の補正予算に基づいて予算を上げております。計上させ

ていただいております。ほかの分ですね。そして、繰り越しをかけたりしますので、国との交付

金の申請の流れとかありまして、大体７日にお願いをしたところでございます、予算につきまし

ては。しかしながら、議会運営委員会の中で１１日に採決になりましたけど、条例については、

実際申し上げましてお願いはしていませんでした。 

 ですから、きょう条例については提案をいたしましたので、また審議をしていただきましたの

で、極端にいえば、今からでもその採決はできるものと思います。しかしながら、議会のほうと

しましては、最終日ということになっておりますので、お願いできれば、今からでもお願いした

いというふうに思っております。ただし、議会の意向がございますでしょうから、それについて

は、議会の判断もお願いしたいと思います。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  黒木です。２点程度お願いしたいと思います。２４ページの三川地

区農業用用排水の委託料から書いてありますけども、場所とどういうふうな工事をするのかをち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 それと、２点目は、２８ページの消防費の全国瞬時警報システム自動起動装置設備工事

２,２００万円ありますけれども、この中でどういうふうなシステムかというふうなことと、結

局ほとんどこの財源が国庫支出金が大体２,２８０万円と、その他が５,０００万円程度あります

ので、ほとんど一般財源は必要ないと思いますので、１００％来るのというふうに考えておりま

すが、そこら辺をちょっとシステムがどういうふうなシステムか２,２００万円ですか、ちょっ

とそこ２点をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  矢野産業課長。 

○産業課長（矢野 孝一）  それでは、１点目のほうの三川地区の排水路について、場所と若干の
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内容を説明したいというふうに思います。 

 場所は、鳥飼と床島と高食の間にあるポンプ場がございます。昔の新農構等々でつくりました

ポンプ場が４棟か３棟ぐらいございます。そこに、前の川、長田川から逆に取水をしていたんで

す、そこに水をポンプ場のほうに。取水と、夏場は取水を兼ねておったし、冬場はそれが向こう

のほうに流れて排水を兼ねていたんですけども、今度の７月の大雨で、あそこから相当逆流をし

まして、床島のほうみたいに逆流しまして、見る見るうちにあそこら辺のハウスとか、そういう

ところが浸水してしまったわけです。ですから、今回の事業といたしましては、その取水施設が

あるところにつきまして、地元と協議してですけど、とめて、１本、二ノ宮工舎の前に高食のほ

うから幹線の排水路が流れてきています。そちらのほうに、鳥飼のほうから真っ直ぐ１本排水路

をつないで、そちら側の排水系統を１本にまとめようというふうに思っています。そういうよう

な排水の整備事業です。内容といたしましても、そういうふうにＵ字溝の、６００のＵ字溝を若

干かさ上げしましてつなぐ、長さとしては約８０メーター程度ございます。そういった事業でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  黒木議員の２点目の質問にお答えいたします。全国瞬時警報システム

でございます。Ｊ─ＡＬＥＲＴと申しますけれども、ちょっと何年度に設置しましたか定かでご

ざいませんけれども、例えば、北朝鮮からミイサルが発射されたとか、それとか、自動的に政府

のほうから入るシステムをもう既に導入いたしております。それに対して、例えば、防災行政無

線とかあれば、それに自動的に流れる仕組みもなっていますけれども、うちの場合は、防災行政

無線を設置いたしておりません、今のところですね。今回の整備につきましては、そういう情報

を地域住民に防災メールとか、エリアメール、緊急速報メール、ＮＴＴドコモとかソフトバンク

とかいろいろあります。そういうところに自動的に配信するようなシステムを今回整備するもの

でございまして、これも、国の経済対策によります全額１００％の補助で整備をするものでござ

います。一応正式名称は、防災情報通信基盤整備事業等に含めて、既に２月の２７日に内示はも

らっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  まず、歳入の１４ページの災害共済基金の１億６,０００万の使い

道としては、庁舎の耐震改修の関係と、先ほどの防災システムの関係に主に使われるというふう

に考えてよろしんでしょうか、とは限らないんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  平田係長。 
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○財政係長（平田 栄一）  では、花等議員の御質問にお答えします。 

 災害共済基金の解散に伴う１億６,０１０万４,０００円につきましては、基本的に、先ほどあ

りました災害対策基金のほうの積み立てと、その他公共施設整備基金等のほうに持っていくよう

な形で考えております。 

 実際に全て満額が公共施設等にいくわけではなく、その他の執行残等もございますので、その

分を含めて公共施設等に持っていくような形で考えております。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。１０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  森田でございます。建設課長にお伺いいたします。 

 ２６ページをお願いします。土木費の社会資本整備総合交付金ですね。これはこれでよろしい

んですけど、ちょっと１３目の委託料の１,０００万というのは、これはどういう仕事をするん

でしょうか。 

○議長（長野 正明）  野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  森田議員さんの質問にお答えします。 

 １,０００万の土質試験の委託費なんですが、１３路線で約１５キロございます。それをＣＢ

Ｒ試験──もう何度も言いますけど、ＣＢＲ試験を７５カ所予定しております。全体ですね。

１３路線で。その分の委託費として１,０００万を予定しているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  １０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  では、この請負費の中に入ってからは、されるわけじゃないんで

すね。これは、普通、今ある道路を舗装していくんでしょう、また。 

○議長（長野 正明）  野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  確かに道路舗装の修繕でございます。それですから、今は、もう工事

だけでかぶせていくんだちゅう解釈をされたのかなというふうに思いますが、これにつきまして

は、あくまでも交通量調査からやります。交通量調査ですね。 

 きのう、構造令等で説明したんですが、将来の交通、大型車の１台・１方向の交通量を調査し

て、交通量調査に基づいて土質試験を行い、それに見合う舗装構成をやりかえるということでご

ざいます。 

 それで、単純に普通の小さな町道のオーバーレイ、そういったものではないということですね。

それに見合えば、今言う上の表層部分の５センチぐらいで済む場合もございますし、交通量が非

常に昔の想定交通量よりふえているところについては、下のほうの俗に言う上層路盤、下層路盤

まで厚さを考え直して舗装をしなくてはならないということでございます。 
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 それで、工事費の中に委託費は含みません。別でございます。それで土質試験は、あくまでも

土質試験として１,０００万円を上げさせていただいて、本体工事のほうは１億という形で上げ

させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  １０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  これは、町からの持ち出しはないから、そうあんまり心配するこ

とはないと思いますけど、もしそういうことでダブって見られるようなことのないようにどうぞ

よろしくお願いしておきます。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  １７ページの十文字交差点のサインの移設工事なんですが、いつの

完成で、今の進捗状況がわかりましたら、お知らせ願います。 

○議長（長野 正明）  野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  花等議員の御質問ですが、ちょっと工事の進捗状況でございますか。

それともサインの事業でございますか。工事ですか。５００号、十文字交差点というふうに俗に

言われておりますが、これは県の工事でございます。今、全線にわたり、車線のみ完全に今年度、

２４年度に仕上がる予定でございます。 

 ただ、部分的に、お一人ちょっと協力をしていただいておりませんので、今１軒のそこが用地

買収ができれば、完全仕上げの歩道まで完全に仕上がるんですけど、歩道部分がちょっと１軒引

っかかっております。その分を今努力を、町も協力して県と一体になって協力をして、歩道だけ

ちょっと残りますが、車道本体の右折車線は完全に仕上がる予定でございます。よろしゅうござ

いますですかね。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  ２１ページの児童福祉総務費中でございますが、延長保育の推進事

業の基本分が、１園で、マイナス４５０万の減額が出ておりますが、これはどういった御事情に

よるものでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦健康福祉課長。 

○健康福祉課長（大浦 克司）  平山議員さんの御質問にお答えいたします。 

 当初、予算計上をいたしましたときには、町内にあります５保育園につきまして、延長保育推

進事業の補助金を予算化しておりました。ところが、１保育所・保育園におきまして、この延長

保育の事業を推進するには、専任の保育士を置くというのが一つの条件でございます。 

 そこ１園が専任の保育士を置かずに、延長保育自体はやられてあるんですけど、新たに保育士

を設置していなかったということで、この分については減額、補助金がいただけないということ
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になります。 

 以上ですが、よろしいでしょうか。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  ということは、実際その延長保育の実務をされているけれども、実

入りが入らないと。その減収部分については、どちらの負担になるんですかね。 

○議長（長野 正明）  大浦健康福祉課長。 

○健康福祉課長（大浦 克司）  再度平山議員さんの質問にお答えいたしますが、延長保育をやら

れてあるんですが、その保育士さんにつきましては、通常、日中保育をされている方が交代で見

られてあるわけですね。そうしますと、補助の要件には該当しないと先ほど言いましたから、当

然国・県の補助はないわけでございます。そうしますと、町も当然出しませんので、この負担に

つきましては、園が持つことになります。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  ４番、平山議員。 

○議員（４番 平山 賢治）  そうしますと、その専任の保育士を雇用するなり、園なり町として

はその専任の保育士等を雇用したほうが、補助事業にも乗るしどうかという、その町の見解とし

てはどうなんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  大浦健康福祉課長。 

○健康福祉課長（大浦 克司）  確かに４５０万ほどの基本額と、あるいはまた時間延長におきま

しては、下にありますとおりの延長保育の加算もございます。 

 だから、それから考えますと、保育園において専任の保育士を１人ふやしていただいたがいい

かなというふうには思いますが、この運営につきましては、園の主体ですから、あえて町のほう

から、この説明はするにしましても、園のほうが実施されていないというふうに理解しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかに。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  それでは、これで１日目の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第２１号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第２７、議案第２１号平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）についてを議題といたします。 
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 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２１号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  それでは、議案第２１号平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）の提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４７２万７,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５,９９０万５,０００円とするものでござ

います。 

 今回の主な補正でございますけれども、１点目が、平成２３年度の療養給付費に係る国庫負担

金等の確定によりまして、返還金に予算不足が生じるため、それから２点目でございますけれど

も、共同事業交付金が確定によりまして、１,３３１万円ほど減額となるために補正を行うもの

でございます。 

 それでは、内容の説明をいたします。歳出の６ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 １款１項１目の一般管理費の１５万１,０００円の増額ですけれども、これは、一般会計で説

明がありました共済費の１３万１,０００円の増額と、需用費の２万円を増額するものでござい

ますけれども、印刷製本費の２万円の増額については、平成２５年度から国民健康保険の被保険

者証をカード化をいたします。これに伴いまして、保険証の郵送用の封筒が変わりますので、こ

の印刷として増額をするものでございます。 

 次に、２款１項１目の一般被保険者療養給付費を１,３３１万円の減額でございますけれども、

理由としましては、平成２４年度の医療給付費については、当初見込んでいたものよりも減額が

見込めるということになったために減額するものでございます。 

 ７款１項１目については、財源の組み替えでございます。 

 ８款１項１目特定健康診査等事業費は、特定健康診査の受診者がふえまして、約９０人分の検

査料の委託費が不足しますので、それを増額するものでございます。 

 最後に、９款１項３目の返還金は、先ほど申しましたとおり、１,７３８万６,０００円を増額

いたします。これは、国への返還金の確定が３,７３３万７,０００円というふうに確定しました

ので、この返還に付する不足分を増額するものでございます。 

 続いて、歳入関係のほうでございますので、上のほうの５ページをごらんいただきたいと思い

ます。 
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 財源といたしましては、８款１項１目１節の共同事業交付金については、額の確定に伴いまし

て１,３３１万円を減額いたします。 

 それから、９款１項１目１節の職員給与費等の繰入金については、１５万１,０００円を増額

いたします。 

 最後に、１０款１項１目１節の一般被保険者繰越金から、１,７８８万６,０００円を追加する

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第２２号 平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算

（第２号）について 

○議長（長野 正明）  日程第２８、議案第２２号平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２２号 平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  議案第２２号平成２４年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正

予算（第２号）の提案理由及び内容について御説明を申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０１万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,８５９万２,０００円とするものでござい

ます。 

 今回の主な補正でございますが、後期高齢者医療保険者の保険料の軽減額が確定いたしました

ので、後期高齢者広域連合への納付金を減額するものでございます。 

 それでは、内容のほうの説明をいたしますので、歳出の６ページのほうをごらんいただきたい

と思います。申しわけございません。減額でございます。追加ではなく減額。 

 それでは、内容の説明のほうですので、歳出の６ページのほうをごらんいただきたいと思いま
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す。 

 １款１項の１目の一般管理費でございます。７万円を追加するものでございます。 

 これにつきましては、一般会計のほうで申しましたように、共済費の増額となっております。 

 続いて、２款１項１目でございます。こちらにつきましては、先ほど申しましたように、基盤

安定費の減額分が確定しましたので、１０８万１,０００円を減額するものでございます。 

 続いて、歳入のほうでございますけれども、５ページのほうをお願いいたします。 

 ３款１項１目１節の事務費繰入金を７万円を増額し、３款１項２目１節保険基盤安定繰入金を

１０８万１,０００円を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第２３号 平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第２９、議案第２３号平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２３号 平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  議案第２３号平成２４年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算

（第１号）の提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほどから朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額にそれぞれ９８万８,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９３２万４,０００円とするものでござい

ます。 

 主な今回の補正でございますけれども、現在の友清先生が、３月１１日から３月３０日までの

間、休まれるということでございますので、その間、診療所の代替医師の報償費、雇い入れ費が

不足しますので、今回補正をお願いするものでございます。 

 それでは、内容のほうの説明をさせていただきます。 
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 ６ページのほうをごらんいただきたいと思います。１款１項１目一般管理費を８３万８,０００円

を増額でございますけれども、報償費につきましては、嘱託職員の時間外の賃金、手当を組んで

おりませんでしたので、これを４万８,０００円を増額するものでございます。 

 それから、４節は、一般会計と同様でございます。 

 ８節の報償費についてが、５５万円、これが代替費、雇い費として増額をお願いするものでご

ざいます。 

 次に、２款１項３目薬品衛生材料費でございます。１５万円の増額でございますけれども、検

査料の委託料とかを付するために増額をお願いするものでございます。 

 続きまして、歳入のほうの関係でございまして、５ページのほうをお願いしたいと思います。 

 ２４年度の地方交付税算定分が確定しましたので、診療所があることにより交付される部分が

確定したために、３款１項１目の一般会計繰入金を５７万２,０００円の増額をし、それから

４款１項１目繰越金を９万４,０００円を計上させていただいております。 

 あと、特定健診者の受診者が診療所のほうも増加しておりますので、諸収入の５款２項１目特

定健康診査等の委託料を３２万２,０００円増額をお願いするものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第２４号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第５号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第３０、議案第２４号平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正

予算（第５号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２４号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第５号）について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  建設課でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議案第２４号平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第５号）の内容の説明を申

し上げます。 
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 先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９５７万

８,０００円の減を減額し、それぞれ６億９,４６７万円とするということでございます。 

 では、内容の説明に移らさせていただきます。 

 ８ページをごらんください。歳出でございます。 

 一番後ろになりますけど、歳出ですが、１款農業集落排水費１項農業集落排水費でございます。

１目一般管理費３０万円の減でございます。これは、執行残による精算でございます。 

 ２目大堰処理施設管理費、これは３００万円の減でございます。節のほうに１００万と

２００万の減額をしておりますが、これは、実績見込み額と執行残でございます。 

 ３目栄田処理場の管理費でございます。２５０万円の減額でございます。 

 節のほうを見ていただきますと、１１節で５０万の減、１５節で２００万の執行残ということ

でございます。 

 下のほうに移りまして、２款公共下水道１項公共下水道１目一般管理費７９７万７,０００円

の減でございます。 

 節のほうに移りますと、共済費、賃金で減額がついております。これは、臨時職員を１名雇っ

ているんですが、５カ月分の残額が出ておりましたので、その分が減額として出ております。 

 それと、主に大きな割合を占めておりますのが、１９節負担金・補助及び交付金でございます。

７１０万円の減でございます。これは、筑後川中流域右岸流域終末処理場ですね。福童浄化セン

ターの負担金でございます。流入見込み額が、見込み額が減ということで、相当の金額が減額に

なっております。 

 ２目公共下水道費でございます。これは一応補正はゼロなんですが、備考のほうを見ていただ

きたいと思います。本工事費が、新築住宅と十文字交差点の工事費で１００万円の増額になって

おります。下のほうの合併浄化槽が１００万円見込んでおりましたのが、１００万円の減という

ことで内容が変わりまして、金額が変わっておりませんが、内容が変わっておるちゅうことでご

ざいます。 

 ３目流域下水道でございますが、４１９万９,０００円の増でございます。 

 節のほうを見ていただきますと、筑後川中流域・右岸流域下水道の流域の負担金ということで、

６１１万６,０００円の増額となっております。これは、きのう御説明申し上げましたが、福童

浄化センターの処理場の工事の大型補正がついております。その分の大刀洗、町分の１９.５％

の負担が、６１１万６,０００円の負担額が上がっておりますので、計上させております。 

 その下に、逆に今度は福童浄化センターの建設環境整備負担金が、ことしは新築工事がなかっ

たので１９１万７,０００円の減額を生じております。 

 ６ページにお願いします。歳入のほうの説明をいたします。 
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 １款分担金負担金２項負担金でございます。１目下水道負担金でございます。１５９万

９,０００円でございます。節のほうを見ていただきますと、主な増収は、３節滞納繰越分の

１２９万８,０００円を徴収の成果を上げたというのが、大きな増額の理由になっております。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目農業集落排水事業使用料６０万の減でございます。歳入

見込みがちょっと多過ぎまして、減額を生じて７０万円の減になっております。 

 ２節の滞納処分費、これは１０万円の増と、これは徴収をやったということでございます。 

 ２目公共下水道使用料１５０万円の増でございます。滞納繰越分を徴収ができたということで

ございます。 

 下のほうで、３款繰入金でございますが、１項一般繰入金１目一般繰入金、減額で１,８３７万

７,０００円でございます。 

 備考のほうにいきますと、公共下水のほうが１,３２７万６,０００円の減額でございます。繰

入金がですね。それと農業集落排水分が減額の５１０万１,０００円でございます。 

 ４款町債１項町債１目下水道事業債、これは６３０万ふえております。下水道事業債は、これ

は流域下水道で、先ほど申し上げました処理場、福童の処理場の大型補正による増額でございま

す。 

 下のページの７ページをごらんください。 

 ７款と８款と国庫支出金と県支出金なんですが、同じような金額を上げております。これは、

今年度、農排は災害を受けております。それで、２８８万２,０００円の補助金が来たんですが、

当初勘違いをしまして、農災はあくまでも県支出金で受け入れるべきだったんですよね。それを

間違えて国庫支出金で受けております。それで７款の国庫支出金を２８８万２,０００円減額さ

せていただいて、新たに８款で県支出金で同じ金額の２８８万２,０００円を上げさせてもらっ

ております。これは、本当に申しわけございません。国庫支出金と県支出金の組み替えをやって

おります。 

 ３ページをごらんください。第２表地方債の補正でございます。補正前、下水道事業債、限度

額が２,０４０万でしたのが、補正後は、限度額として２,６７０万というふうに変更をさせてい

ただきたいと思います。御審議の上、御承認をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第２５号 平成２５年度大刀洗町一般会計予算について 
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日程第３２．議案第２６号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３３．議案第２７号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算につい

て 

日程第３４．議案第２８号 平成２５年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

日程第３５．議案第２９号 平成２５年度土地取得特別会計予算について 

日程第３６．議案第３０号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

○議長（長野 正明）  日程第３１、議案第２５号平成２５年度大刀洗町一般会計予算についてか

ら、日程第３６、議案第３０号平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算については、以上

６件については関連がありますので、これを一括議題といたします。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。 

 それでは、日程第３１、議案第２５号から順次、提案理由及び内容の説明を求めます。川原企

画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  それでは、議案第２５号平成２５年度大刀洗町一般会計予算につ

いてから、議案第３０号平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算についてまで、議案書の

朗読によって提案にかえさせていただきます。 

 なお、内容の説明につきましては、予算特別委員会が設置された後、その中で説明させていた

だきます。 

 まず、一般会計から朗読いたします。一般会計の予算書をお願いいたします。 

〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２５号 平成２５年度大刀洗町一般会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  続きまして、特別会計の予算書のつづりがございますので、そち

らをお願いいたします。つづりがございます。まずピンクの表紙の国民健康保険のほうから入り

たいと思います。 

〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２６号 平成２５年度大刀洗町国民健康保険特別会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  次に、オレンジの紙のページです。続きまして、オレンジの表紙

の後期高齢者医療保険に入ります。 
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〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２７号 平成２５年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  次に、次に黄色の表紙をお願いいたします。大刀洗診療所特別会

計の分です。 

〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２８号 平成２５年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  次に、緑の表紙をお願いいたします。土地取得特別会計予算書で

す。 

〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第２９号 平成２５年度土地取得特別会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  次に、ブルーの表紙をお願いいたします。下水道事業特別会計予

算書になります。 

〔企画財政課長朗読〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第３０号 平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算について 

……………………………………………………………………………… 

○企画財政課長（川原 久明）  以上、特別会計分の提案を終わります。 

○議長（長野 正明）  お諮りいたします。 

 日程第３１、議案第２５号平成２５年度大刀洗町一般会計予算についてから、日程第３６、議

案第３０号平成２５年度大刀洗町下水道事業特別会計予算についてまで、以上６件につきまして

は、全議員の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。したがって、日程第３１、議案第２５号平成２５年

度大刀洗町一般会計予算についてから、日程第３６、議案第３０号平成２５年度大刀洗町下水道

事業特別会計予算についてまで、以上６件につきましては、全議員の委員で構成する予算特別委
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員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 なお、予算特別委員会は、３月１１日月曜日、協議会室で開会いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（長野 正明）  以上で本日の議事は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

散会 午後２時48分 

────────────────────────────── 

 


